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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　2以上の各反応容器と直接的または間接的に連係可能であって、連係する該反応容器内
部と光学的に接続する1または2以上の導光部の先端が設けられた2以上の連係部と、
　該各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設けられた導光部の後端が設け
られた2以上の接続端を、所定経路に沿って配列して支持する配列面を有する接続端配列
体と、
　前記配列面に近接若しくは接触して設けられ、該各接続端と前記所定経路に沿って順次
光学的に接続可能な1または2以上の測定端を有し、該接続端と該測定端との光学的接続に
よって前記反応容器内の光学的状態に基づく光を受光可能な測定器と、
　前記接続端配列体に配列された前記各接続端と前記各測定端とを順次光学的に接続する
ように相対的に移動させる導光切換機構とを有するとともに、
　前記測定器は、各特定波長または特定波長帯の光を受光可能な複数種類の特定波長測定
器からなり、各前記特定波長測定器は、前記各接続端と前記所定経路に沿って順次光学的
に接続可能な少なくとも１の前記測定端を有し、
　各前記特定波長測定器に対して、少なくとも隣接する前記特定波長測定器間では、相互
に異なる各所定周波数で各前記特定波長測定器が受光すべき光の強度を変調させる変調器
と、各前記特定波長測定器が受光した光に関して、前記各所定周波数に同調させて、対応
する受光した光の強度を得る同調器とを有する反応容器用光測定装置。
【請求項２】
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　前記導光部の少なくとも一部は可撓性を有する請求項１に記載の反応容器用光測定装置
。
【請求項３】
　前記光学的状態に基づく光が蛍光の場合には、各前記特定波長測定器は、対応する特定
波長または特定波長帯の蛍光を励起する所定励起光を照射する照射源と、前記特定波長ま
たは特定波長帯の蛍光を受光可能な受光部とを有し、各前記特定波長測定器に対応する前
記各変調器は、前記所定周波数で各所定励起光を変調させる励起光変調部を有し、前記各
同調器は、前記受光部が受光した光について、前記各所定周波数をもつ光の強度データを
抽出する帯域通過フィルタ回路またはロックインアンプを有する請求項１または請求項２
に記載の反応容器用光測定装置。
【請求項４】
　2以上の前記連係部は導光用架台に設けられ、前記連係部が2以上の前記反応容器と一斉
に直接的又は間接的に連係するように前記導光用架台を該反応容器に対して相対的に移動
する架台移動機構を有する請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の反応容器用光測定装
置。
【請求項５】
　前記反応容器の下側壁部分に接触または近接して設けられた温度源を有する温度制御器
と、前記反応容器の該下側壁部分よりも上側に位置した前記反応容器の上側壁部分に接触
または近接して設けられて、該上側壁部分を加熱可能な加熱源を有する加熱部とを有する
請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の反応容器用光測定装置。
【請求項６】
　反応容器と直接的または間接的に連係可能であって、内部に光学的要素が設けられた連
係部は、水蒸気の露点よりも高い温度まで使用可能であって、熱伝導率が 1.0W/(m・K)よ
りも小さい素材である請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の反応容器用光測定装置。
【請求項７】
　前記各連係部に複数本の導光部からなる導光部束の先端が設けられ、該導光部束の一部
の導光部束の後端は前記接続端配列体の第１の接続端に設けられ、前記導光部束の残りの
一部または全部は、前記接続端配列体の第２の接続端に設けられ、前記所定経路は、第１
の経路と第２の経路からなり、前記接続端配列体は、前記連係部と光学的に接続した複数
組の前記第１の接続端および第２の接続端と、導光部によって相互に光学的に接続された
1組の第３の接続端および第４の接続端とを有し、各前記特定波長測定器に設けられた第
１の測定端は複数個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端からなる第１の経路に
沿って、各前記特定波長測定器に設けられた第２の測定端は、複数個の前記第２の接続端
および1個の第４の接続端からなる第２の経路に沿って相対的に移動可能に設けられ、
　前記第１の測定端は、各前記特定波長測定器の照射源と光学的に接続し、前記第２の測
定端は、各前記特定波長測定器の受光部と接続し、各組ごとに、前記第１の測定端が複数
個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端と順次接続可能であり前記第２の測定端
が複数個の前記第２の接続端および1個の第４の接続端と順次接続可能である請求項１乃
至請求項６に記載の反応容器用光測定装置。
【請求項８】
　気体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構および該吸引吐出機構によって液体の吸引お
よび吐出が可能な分注チップを着脱可能に装着する1または2以上のノズルが設けられたノ
ズルヘッドと、
　種々の反応に用いる反応用溶液を収容する1または2以上の液収容部、目的物質を捕獲可
能な磁性粒子が懸濁した磁性粒子懸濁液を収容する液収容部、検体を収容する液収容部、
目的物質の分離抽出用溶液を収容する1または2以上の液収容部、および2以上の反応容器
を少なくとも有する容器群と、
　前記ノズルヘッドと前記容器群との間を相対的に移動可能とするノズルヘッド移動機構
と、
　前記ノズルに装着された各分注チップの内壁に前記磁性粒子を吸着可能な磁力部と、
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　前記ノズルヘッドに設けられ、前記各反応容器と直接的または間接的に連係可能であっ
て、連係した該反応容器内部と光学的に接続する可撓性のある1または2以上の導光部の先
端が設けられた2以上の連係部を有する導光用架台と、
　前記各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設けられた前記導光部の後端
が設けられた2以上の接続端を、所定経路に沿って配列して支持する配列面を有する接続
端配列体と、
　前記配列面に近接若しくは接触して設けられ、該各接続端と前記所定経路に沿って順次
光学的に接続可能な1または2以上の測定端を有し、該接続端と該測定端との光学的接続に
よって前記反応容器内の光学的状態に基づく光を受光可能な測定器と、
　前記接続端配列体の前記所定経路に沿って設けられた前記各接続端と前記各測定端とを
順次光学的に接続するように相対的に移動させる導光切換機構とを有するとともに、
　前記測定器は、各特定波長または特定波長帯の光を受光可能な複数種類の特定波長測定
器からなり、各前記特定波長測定器は、前記各接続端と前記所定経路に沿って順次光学的
に接続可能な少なくとも１の前記測定端を有し、
　各前記特定波長測定器に対して、少なくとも隣接する前記特定波長測定器間では、相互
に異なる各所定周波数で各前記特定波長測定器が受光すべき光の強度を変調させる変調器
と、該各測定器が受光した光に関して、前記各所定周波数に同調させて、対応する受光し
た光の強度を得る同調器とを有する反応容器用光測定装置。
【請求項９】
　2以上の反応容器に対して、1または2以上の導光部の先端が設けられた2以上の連係部を
移動し、
　前記各反応容器と前記連係部とを直接的または間接的に一斉に連係して、連係した前記
反応容器内部と前記導光部を光学的に接続し、
　該反応容器内で温度制御を行い、
　前記反応容器からの光を、該各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設け
られた前記導光部の後端が設けられた2以上の反応容器と直接的または間接的に光学的に
接続した2以上の接続端を所定経路に沿って配列して支持する配列面を有する接続端配列
体に導き、該配列面に近接若しくは接触して設けられ、測定器に設けられた1または2以上
の測定端と該各接続端とを、相対的に移動させることで、前記所定経路に沿って順次光学
的に接続させて、前記反応容器内の光学的状態に基づく光を複数種類の測定器が受光する
とともに、
　前記複数種類の測定器は特定波長または特定波長帯の光を受光可能な特定波長測定器で
あり、各前記特定波長測定器は前記各接続端と前記所定経路に沿って順次光学的に接続可
能な少なくとも１の測定端を有し、
　少なくとも隣接する各前記特定波長測定器間では、相互に異なる所定の周波数で各前記
特定波長測定器が受光すべき光の強度を変調させ、各前記特定波長測定器が受光した光に
関して、前記所定周波数に同調させて、対応する受光した光の強度を得る反応容器用光測
定方法。
【請求項１０】
　前記反応容器と前記接続端との光学的接続は、2以上の反応容器と直接的または間接的
に連係可能であって、連係した該反応容器内部と光学的に接続する1または2以上の導光部
の後端が前記接続端に設けられ、その先端が設けられた2以上の連係部が設けられた導光
用架台を前記反応容器に対して相対的に移動することによって行なう請求項９に記載の反
応容器用光測定方法。
【請求項１１】
　前記各連係部に複数本の導光部からなる導光部束の先端が設けられ、該導光部束の一部
の導光部束の後端は前記接続端配列体の第１の接続端に設けられ、前記導光部束の残りの
一部または全部は、前記接続端配列体の第２の接続端に設けられ、前記所定経路は、第１
の経路と第２の経路からなり、前記接続端配列体は、前記連係部と光学的に接続した複数
組の前記第１の接続端および第２の接続端と、導光部によって相互に光学的に接続された
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1組の第３の接続端および第４の接続端とを有し、各前記特定波長測定器に設けられた第
１の測定端は複数個の前記第１の接続端および1個の前記第３の接続端からなる第１の経
路に沿って、各前記特定波長測定器に設けられた第２の測定端は、複数個の前記第２の接
続端および1個の前記第４の接続端からなる第２の経路に沿って各々相対的に移動する際
に、
　前記第１の測定端は、各前記特定波長測定器の照射源と光学的に接続し、前記第２の測
定端は、各前記特定波長測定器の受光部と接続し、各組ごとに、前記第１の測定端が複数
個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端と順次接続し前記第２の測定端が複数個
の前記第２の接続端および1個の第４の接続端と順次接続する請求項９または請求項１０
に記載の反応容器用光測定方法。
【請求項１２】
　前記反応容器の開口部と前記連係部とを直接的または間接的に連係して、該反応容器内
の温度制御を行なう際に、該反応容器の下側壁部分に接触または近接して設けられた温度
源を有する温度制御器の温度制御に応じて、前記下側壁部分よりも上側に位置した該反応
容器の上側壁部分を、該上側壁部分に接触または近接して設けられた加熱部の加熱源によ
って加熱し、前記連係部の直接的または間接的な結露を防止する請求項９乃至請求項１１
のいずれかに記載の反応容器用光測定方法。
【請求項１３】
　ノズルヘッドに設けた気体の吸引および吐出を行なう各ノズルに着脱可能に分注チップ
を装着し、
　磁力部、前記ノズルヘッドと容器群との間を相対的に移動するノズルヘッド移動機構、
容器群に収容された目的物質を捕獲可能な磁性粒子が懸濁した磁性粒子懸濁液、検体、お
よび目的物質の分離抽出用溶液を用いて目的物質を分離し、
　分離した目的物質および反応に用いる反応用溶液を容器群に設けられた複数の反応容器
に導入し、
　該反応容器に対して、前記ノズルヘッドに設けられるとともに1または2以上の導光部の
先端が設けられた2以上の連係部を有する導光用架台を少なくとも前記ノズルヘッド移動
機構により移動し、
　前記各反応容器と前記連係部とを直接的または間接的に一斉に連係して、連係した該反
応容器内部と前記導光部とを光学的に接続し、
　該反応容器内で温度制御を行い、
　前記反応容器からの光を、該各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設け
られた前記導光部の後端が設けられた2以上の接続端を所定経路に沿って配列して支持す
る接続端配列体に導き、該配列面に近接若しくは接触して設けられ、測定器に設けられた
1または2以上の測定端と該各接続端とを、前記接続端配列体を移動させることで、前記所
定経路に沿って順次光学的に接続させて、前記反応容器内の光学的状態に基づく光を測定
器が受光するとともに、
　前記測定器は、各特定波長または特定波長帯の光を受光可能な複数種類の特定波長測定
器からなり、各前記特定波長測定器は、前記各接続端と前記所定経路に沿って順次光学的
に接続可能な少なくとも１の前記測定端を有し、
　少なくとも隣接する前記特定波長測定器間では、相互に異なる所定の周波数で各前記特
定波長測定器が受光すべき光の強度を変調させ、各前記特定波長測定器が受光した光に関
して、前記所定周波数に同調させて、対応する受光した光の強度を得る反応容器用光測定
方法。
【請求項１４】
　前記反応容器からの光を、前記接続端配列体に導く際に、少なくとも隣接する前記特定
波長測定器間では、相互に異なる所定周波数で各前記特定波長測定器が受光すべき光の強
度を変調させ、前記反応容器内の光学的状態に基づく光を前記特定波長測定器が受光する
際に、各前記特定波長測定器が受光した光に関して、前記所定周波数に同調させて、対応
する受光した光の強度を得る請求項１３に記載の反応容器用光測定方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反応容器用光測定装置およびその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　核酸（ＤＮＡ，ＲＮＡ等）やその断片（オリゴヌクレオチド、ヌクレオチド等）の増幅
等の反応を行なう際に、遺伝子発現量の解析といった定量性が求められる検査では、各核
酸の相対的な量の比がわかるように増幅させることが必要となる。そのためリアルタイム
ＰＣＲ法を用いて、サーマルサイクラと分光蛍光光度計を備えた装置を用いて、ＰＣＲで
のＤＮＡ増幅産物の生成過程をリアルタイムで検出し解析することによって電気泳動法の
解析を不要とした。また、増幅前のサンプルに含まれる各ＤＮＡやＲＮＡの相対的な量の
比について定量性を維持したまま増幅するＤＮＡ増幅法として、ＳＰＩＡ（Single Prime
r Isothermal Amplification）法が用いられる。該ＳＰＩＡ法では、ＤＮＡ/ＲＮＡキメ
ラプライマ、ＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮａｓｅＨを利用した等温反応によるリニアＤＮＡ
増幅法が用いられるようになった。
【０００３】
　さて、このような核酸増幅等の処理およびその測定を行なう場合には、従来では、用手
法によりフィルタを用いるか、磁性粒子を用いて磁場により容器やピペットチップの内壁
に吸着させるか、または遠心分離機を用いるかして目的核酸を検体から分離抽出していた
。分離抽出した目的物質は反応用溶液とともに反応容器内に用手法等で移送かつ導入し、
該反応容器を用手法等で密閉した上で反応用の温度制御装置を用いて反応する際に、反応
容器に対して光測定器を用いて光学的な測定を行なっていた（特許文献１）。
【０００４】
　各工程を用手法で実行する場合には、ユーザに大きな負担を強いることとなり、各工程
を分注機、遠心分離機、磁力装置、温度制御器、反応容器の密閉用装置、光測定装置等を
組み合わせて実行する場合には、使用する装置規模が増大し作業面積が拡大するおそれが
あった。特に、複数の検体を扱う場合には、複数の目的核酸を分離抽出して、それぞれ増
幅する必要があるためにその手間は一層大きくなり、また、作業面積も一層拡大するおそ
れがあった。
【０００５】
　特に、増幅する核酸（ＤＮＡ，ＲＮＡ等）等の反応が複数の反応容器内で行なわれ、こ
れらの反応を光学的に測定してモニタリングする場合には、1の測定器を各反応容器にま
で用手法で順次移動させて測定を行なうか、または予め各反応容器ごとに測定器を設けて
おいて測定を行なうことになる。
【０００６】
　前者の1の測定器を用いる場合には、測定器を各反応容器の開口部にまで手動で移動さ
せようとすると、反応容器と測定器との間の微妙な位置のずれや相対運動によって、反応
容器ごとに測定の条件に微妙な差異が生じるおそれがあった。
【０００７】
　後者の各反応容器ごとに測定器を設ける場合には位置決め精度は高いことになるが、装
置規模が拡大し、製造コストが増大するおそれがあった。また、温度制御および測定の際
には、反応容器の開口部を密閉することが好ましいが、用手法により複数の反応容器に対
して蓋で密閉したり開閉することは手間がかかり、特に蓋が容器開口部に密着して容易に
蓋を開けることが困難となったり、蓋の内側に付着していた液が垂れたり飛散したりして
コンタミネーションのおそれがあった。また、専用の蓋の開閉機構を設けることは装置を
複雑化し、製造コストが増大するおそれがあった（特許文献２）。
【０００８】
　各反応容器ごとに測定器を設けることなく自動的に測定するものとして、多数のウェル
を有するマイクロプレートをサーマルサイクラで温度制御する際に、マイクロプレート上
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に検出モジュールを移動させることで、順次各ウェルの光の測定を行なう装置があった（
特許文献３、４）。
【０００９】
　この装置では、検出モジュール自体を前記サーマルサイクラに支持された状態で移動さ
せるものであるため、精密な光学系要素や光電子増倍管等の電子回路を有する検出モジュ
ールに、移動による加速度に伴う負荷がかかり、測定器のノイズや故障の原因となり、ま
た、装置寿命を短くするおそれがあった。
【００１０】
　また、前記検出モジュールを前記マイクロプレートに支持されて、またはマイクロプレ
ートの各ウェルを密閉した蓋体に支持されて水平方向にのみ移動するものであるので、各
ウェルと前記測定器の測定端との間には、一定の隙間が必要であるために、光の散乱によ
る減衰、および、隣接するウェルに対する光の漏れや進入を完全に遮断して防止すること
ができないため精度の高い測定を行なうことができないおそれがあった。
【００１１】
　さらに、前記検出モジュールは、前記容器からの光を受光しまたは照射する際に、ハー
フミラーを用いて光路を分割するようにしているために、測定器内に長い光路長を取る必
要があり、装置規模が大きくなるおそれがあるという問題点を有していた。
【００１２】
　また、検出モジュールが、前記マイクロプレートに配列された各ウェルを通過するよう
に移動するものであり、ウェルの個数が多くなる場合には、移動距離が長いために処理時
間が長くなるおそれがあるとともに、前述した測定器についての問題点も生ずるおそれが
あった。
【００１３】
　また、密閉した反応容器について光学的測定を行なう際に、透光性のある蓋や光学系要
素が結露してくもり、測定が困難となるおそれがあった。
【００１４】
　そのため、核酸増幅等の測定を行なうには、その前提として、専門の研究員や技術者を
必要とすることになり、このようなことが、遺伝子解析の汎用化や、病院等における臨床
応用の拡大を妨げることになっている。
【００１５】
　そこで、臨床時等において、クロスコンタミネーションを防止しかつユーザの手間を軽
減して、核酸等について抽出から増幅さらには測定による遺伝子解析を容易に行なうため
には、目的物質の抽出から増幅等の反応さらには測定までを一貫して自動化して装置の小
型化と、安価で高精度の装置を提供することが重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】国際公開ＷＯ９６/２９６０２
【特許文献２】特開２００２－１０７７７公報
【特許文献３】米国特許第７１４８０４３号
【特許文献４】米国特許第７７４９７３６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　そこで、本発明は以上の問題点を解決するためになされたものであり、その第１の目的
は、核酸等についての反応容器内の光学的状態について、精度および信頼性が高く、迅速
でかつ効率的な測定を可能にすることができる反応容器用光測定装置およびその方法を提
供することである。
【００１８】
　第２の目的は、光学系の構造を簡単化し、かつ複数の反応容器に対し少数の測定器を用
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いて測定を行うことで、装置規模の拡大や、装置構造の複雑化を防止し、安価に製造し使
用することができる反応容器用光測定装置およびその方法を提供することである。
【００１９】
　第３の目的は、核酸の増幅等の反応が行われる複数の反応容器に対する、光学的測定お
よびそれに付随する処理を並行して一貫して自動化することで、複数の反応容器内への外
部からの異物の侵入、複数の反応容器からの液漏れ等によるコンタミネーションおよび測
定の際の隣接する測定器間の光のクロストークを確実に防止して、信頼性の高い処理を行
なうことができる反応容器用光測定装置およびその方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　第１の発明は、2以上の各反応容器と直接的または間接的に連係可能であって、連係す
る該反応容器内部と光学的に接続する1または2以上の導光部の先端が設けられた2以上の
連係部と、該各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設けられた導光部の後
端が設けられた2以上の接続端を、所定経路に沿って配列して支持する配列面を有する接
続端配列体と、前記配列面に近接若しくは接触して設けられ、該各接続端と前記所定経路
に沿って順次光学的に接続可能な1または2以上の測定端を有し、該接続端と該測定端との
光学的接続によって前記反応容器内の光学的状態に基づく光を受光可能な測定器と、前記
接続端配列体に配列された前記各接続端と前記各測定端とを順次光学的に接続するように
相対的に移動させる導光切換機構とを有する反応容器用光測定装置である。前記測定器が
複数種類の測定器からなる場合には、各測定器に対して、少なくとも隣接する測定器間で
は、相互に異なる各所定周波数で各測定器が受光すべき光の強度を変調させる変調器と、
該各測定器が受光した光に関して、前記各所定周波数に同調させて、対応する受光した光
の強度を得る同調器とを有することが好ましい。
【００２１】
　前記反応容器が設けられている容器群には、前記反応容器の他、検体、試薬等の液体を
収容する2以上の液収容部を有するのが好ましい。また、容器群には、複数の液収容部と
してのウェルがマトリクス状または列（行）状に配列されたマイクロプレートや複数の液
収容部としてのウェルが列状に配列されたカートリッジ状容器を含む。核酸の増幅を行な
う場合には、前記容器群には、例えば、検体、増幅対象である核酸またはその断片を捕獲
可能な磁性粒子が懸濁した磁性粒子懸濁液、前記増幅対象の分離および抽出に用いる分離
抽出用溶液、核酸増幅に用いる増幅用溶液を収容する2以上の液収容部を有することにな
る。
  また、前記2以上の連係部は、導光用架台に配列して設けられるのが好ましい。
【００２２】
　ここで、「増幅用溶液」とは、例えばＰＣＲ法による増幅を行なう場合には、増幅対象
の鋳型ＤＮＡ溶液、プライマ溶液、ＤＮＡポリメラーゼ溶液、ヌクレオチド溶液、反応バ
ッファ溶液等であり、ＳＰＩＡ法による増幅を行う場合には、ＤＮＡ/ＲＮＡキメラプラ
イマ溶液、ＤＮＡポリメラーゼ溶液、ＲＮａｓｅＨ溶液等である。また、リアルタイムＰ
ＣＲでは、通常蛍光物質を含有する蛍光試薬を用いて行なう方法として、インターカレー
ション法、ハイブリダイゼーション法、およびＬＵＸ法がある。「インターカレーション
法」は、SYBR（登録商標）GREEN I、エチジウムブロマイド 等の蛍光物質が伸長反応の際
に、二本鎖ＤＮＡに入り込み、励起光の照射によって蛍光を発する特性を利用してＤＮＡ
量を測定する方法である。したがって、増幅用溶液の中には、少なくとも、前記蛍光物質
と、該蛍光物質の発光を抑制するクエンチャーを含有させることになる。「ハイブリダイ
ゼーション法」は、ＰＣＲプライマに加え、蛍光物質で標識したＤＮＡプローブを用いて
目的のＰＣＲ産物だけを検出する方法である。すなわち、蛍光で標識したＤＮＡプローブ
が目的のＰＣＲ産物にハイブリダイゼーションすることで、そのハイブリダイズしたＤＮ
Ａ（量）が検出される。「ＬＵＸ法」は、オリゴ核酸に標識した蛍光物質の蛍光シグナル
が、そのオリゴ核酸の形状（配列や一本鎖または二本鎖等）によって影響される性質を利
用したものである。実際のリアルタイムＰＣＲでは、1種類の蛍光物質で標識化したＰＣ
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Ｒプライマ（ＬＵＸプライマ）とそれに対する何も標識化されていないＰＣＲプライマを
用いてリアルタイムＰＣＲを行なう。そのＬＵＸプライマは、蛍光物質を３'末端付近に
標識してあり、５'末端との間でヘアピン構造をとるように設計されている。ＬＵＸプラ
イマがヘアピン構造をとっている時は消光効果が解かれて蛍光シグナルが増大するように
なる。このシグナル増大を測定することによって、ＰＣＲ産物量を測定することができる
。
【００２３】
　前記反応容器を含む容器や蓋等の材料は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リスチレン、アクリル等の樹脂、ガラス、金属、金属化合物等がある。容器のサイズは、
例えば、数μリットルから数100μリットルの液体を収容可能であるとともに、分注チッ
プの先端が挿入可能な大きさである。例えば、円筒状の場合には、例えば、1の容器の大
きさの径が数ミリ～数10ミリ、深さが数ミリ～数10ミリである。
【００２４】
　前記反応容器内は温度制御器によって温度制御が可能であるのが好ましい。
　「温度制御器」は、温度制御の対象となる液体を収容する反応容器内の温度を、外部か
らの信号等に基づいて上昇または下降が可能な温度源を有するものであり、温度源として
は、ブロック状部材に例えば、ペルチェ素子、ヒーター、冷却装置等を設けたものである
。ＰＣＲ等の処理を行なうには、温度制御器としては、ペルチェ素子を用いたサーマルサ
イクラが好ましい。すなわち、前記容器群またはステージには、温度源として、ペルチェ
素子によって温度が昇降する温度制御用ブロックを、前記反応容器の一部（例えば、下側
壁部分）または全体に接触または近接して設けることによって温度制御がなされるのが好
ましい。また、ＬＡＭＰ法によるアイソサーマルな増幅の温度制御を行うことも可能であ
る。
【００２５】
　「温度制御」とは、その対象となる液体または容器について、1または2以上の設定され
た所定温度に、設定された時間維持することを、定められた順序に従って、定められた回
数実行することである。前記温度制御器への指示は、プログラムに基づいて該当する信号
を送ることによってなされる。
【００２６】
　「所定温度」とは、対象となる液体等の物が到達すべき目標とする温度であり、例えば
、前記液体に含有するＤＮＡ等の核酸や核酸の断片であるオリゴヌクレオチド等をＰＣＲ
法によって増幅する場合には、設定される所定温度としては、例えば、ＰＣＲ法で行なわ
れる温度サイクル、すなわち、ＤＮＡの変性、アニーリング若しくはハイブリダイゼーシ
ョン、伸長に各々必要な各温度、約94℃、50℃から60℃の間の温度、および約72℃である
。一方、ＳＰＩＡ法（商標）による場合には、一定温度、例えば、55℃等に設定されるこ
とになる。
【００２７】
　さらに、該所定温度には、例えば、高温度の所定温度から低温度の所定温度への移行の
場合に、温度制御器によって、これらの所定温度よりも低い移行促進用温度で冷却を行な
うことで、または、低温度の所定温度から高温度の所定温度への移行の際に、これらの所
定温度よりもさらに高い移行促進用温度で加熱を行なうことで、移行時間を短縮して1サ
イクル時間を所定サイクル時間内に収めるための移行促進用温度を含む。「所定時間」は
、各温度の維持に必要な時間であって、増幅法の種類や、ＰＣＲ法で用いる試薬や液量、
ノズルの形状、素材、大きさ、厚さ等に依存するが、1サイクルで、合計が、例えば、数
秒から数10秒、ＰＣＲ法全体としての処理時間は、例えば、約数分から数10分程度である
。なお、移行時間をも所定時間に含める。
【００２８】
　「連係部」は、前記反応容器と直接的または密閉蓋等を介して間接的に解除可能に連係
可能な部材である。該連係部には前記反応容器内と光学的に接続して該反応容器内の光学
的状態に基づく光を導光可能な導光部の先端が設けられている。ここで、「反応容器との
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連係」とは、反応容器の開口部、外壁、外底部または装着された密閉蓋や鞘等に近接しま
たは連結することであって、「近接」は接触せずに導光部との間の光学的接続が可能な程
度に接近することであり、「連結」には、接触、密接、密着、嵌合、装着を含み、導光部
との間の光学的接続が可能なように少なくとも接触することである。この連係によって、
連係部に設けられた導光部と反応容器内とが光学的に接続するためである。連係部として
は、例えば、導光部が設けられた後述する導光用架台の板状部分である。「導光部」とは
光が通過可能な光学系要素またはその組合せである。導光部の先端は、その板状部分に穿
設された孔、光ファイバ等の透光性部分もしくはレンズ等の光学系要素またはその一端で
ある。または、例えば、前記導光用架台から突出するように設けられた円筒状等の部材で
あって、導光部の先端は、該円筒状等の部材に設けられた空洞、光ファイバ等の透光性部
分もしくはレンズ等の光学系要素またはその一端である。導光部としてその一部は可撓性
がある場合が好ましい。この場合は、例えば、光ファイバまたは光ファイバ束若しくはこ
れらとレンズ等の光学要素との組合せである。蛍光を測定する場合には、2以上の導光部
を有する場合があり、そのような場合にはその一部は照射用、他は受光用として用いるこ
とがある。なお、接続端は、これらの光学的要素またはその他端を有するものである。ま
た、前記反応容器の開口部と直接的に連係する場合には、ミネラルオイル等を用いて反応
容器内を密閉する場合であって、この場合には該連係部は該反応容器を直接的に密閉可能
となるように形成するのが好ましい。また、開口部以外で連係する場合には、前記反応容
器またはその連係部分は透光性をもつ必要がある。連係部の材質は、加熱部の熱が連係部
を通って放熱しないようにＰＥＥＫ材等の熱伝導率が低くかつ剛性のある樹脂で形成する
のが、結露防止のために好ましい。また、加熱部の熱が連係部を通って放熱しない場合に
は、連係部に設けられた、光ファイバやレンズ等の光学系要素への熱の影響を防止するこ
とができる。好ましくは、前記接続端配列体の配列面  上の隣接する前記接続端の間隔は
、導光用架台における隣接する前記連係部の間隔よりも小さくなるように形成する。これ
によって、連係部の配列に対して接続端の配列の集積化が可能となる。
【００２９】
　「所定経路」とは、前記測定端と前記接続端配列体とが相対的に移動することで、該測
定端がそれに沿って配列された全接続端を走査可能な平面または曲面上の経路であって、
全接続端を結ぶ経路が、１重または多重の交差しない線分（ジグザグ線、閉直線も含む）
、曲線（螺旋、閉曲線も含む）、またはこれらの組み合わせ等に沿った経路である。好ま
しくは、１重または多重の各経路は、連続的で、尖点や角のないまっすぐな線分や、測定
端が辿ることができる曲率を持つ滑らかな曲線に沿ったものが好ましい。
【００３０】
　前記連係部と接続端とは、１対１に対応する場合、複数対１に対応する場合、１対複数
に対応する場合がある。これは、途中で、導光部が分岐または合流し、または複数の導光
部からなる導光部束を分岐しまたは合流させることが可能である。
【００３１】
　該所定経路は、測定器の測定端の個数、形状、配置、またはサイズに基づいて、円滑な
走査が可能なように定めるのが好ましい。例えば、接続端の測定端に対する移動において
、急激な方向転換、例えば、進行方向に対し、鈍角的、直角的な方向への転換のない直線
に沿った所定経路が好ましい。
【００３２】
　連係部の配列パターンは、例えば、行列状、列状または行状であり、接続端の配列パタ
ーンは、例えば、それと同一の配列、それとサイズのみ異なる相似の配列、または配列パ
ターンが異なる場合、例えば、円形状、その他の閉曲線状、１列状若しくはより少ない列
数または行数を持つような行列状の場合がある。配列された接続端を全て通過するように
前記所定経路が定められる。接続端は、連係部に対して相互に移動可能に設けられる場合
と、連係部に対して不動であって同じ光学的架台の連係部の配列面の反対側の接続端配列
面に、接続端配列体として設けられる場合も含む。
【００３３】
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　さらに、前記接続端の配列は、前記連係部の配列に対して集積化されていることが好ま
しい。この場合には、導光部は可撓性をもつことが好ましい。「集積化」は、前記所定経
路（または前記接続端の配列パターン）が、前記導光用架台の連係部の配列パターンを囲
む領域面積または隣接する連係部間の間隔よりも小さい領域面積または小さい間隔であっ
て、全走査距離を短くすることによって行なうのが好ましい。これによって速度を同一に
した場合には、前記連係部を直接測定端が走査する場合よりも短い時間で処理可能である
。また、空間的にも装置の規模が縮小されることになり、製造費用の削減や作業空間の有
効利用に役に立つ。
　例えば、「集積化」が、前記接続端配列体の配列面上の隣接する前記接続端の間隔は、
導光用架台における隣接する前記連係部の間隔よりも小さくすることによって行われる場
合には、例えば、複数の反応容器が、9mmピッチの間隔で配列されている場合であって、
前記導光部の光ファイバの外径が1.5mmである場合には、接続端の配列のピッチを3.75mm
に設定することができることを実験的に確認した。
【００３４】
　集積化の程度は、高ければ高いほど処理時間が短縮され、かつ空間的に装置規模が圧縮
されて好ましいが、少なくとも、前記接続端配列体と前記測定器との間の相対的な移動ま
たは走査が、安定的受光可能時間内に測定すべき全反応容器からの受光を完了することが
できる程度以下であることが好ましい。ここで、「安定的受光可能時間」とは、反応容器
内の受光可能な光学的状態が安定的に維持される時間であって、例えば、リアルタイムＰ
ＣＲのインターカレーション法やＬＵＸ法またはハイブリダイゼーション法のTaqManプロ
ーブの場合には、ＰＣＲの各サイクルの伸長反応が行われる時間がこれに相当する。なお
、ハイブリダイゼーション法でFRETプローブを用いる場合はアニーリングが行われる時間
がこれに相当する。
【００３５】
　これによって、安定的受光可能時間が短い発光体等に対しても適用することができるの
で汎用性が高い。
【００３６】
　１サイクルにかかる時間が例えば、数10秒から数分とすると、この安定的受光可能時間
は、例えば、数秒から10秒程度ということになる。但し、ＰＣＲ反応の初期のサイクルで
は蛍光検出量は検出限界以下であり、ＰＣＲ反応の後期のサイクルはプラトー状態になり
厳密な意味で定量性を確保するには、指数関数的なＰＣＲ増幅が観察できる増幅曲線の範
囲内ということになる。本発明は、安定的受光可能時間が、測定端の反応容器間の移動時
間に用いることができることを利用して、各反応容器からの光の受光に必要な相対的な移
動をこの安定的受光可能時間内に行うことで、複数の反応容器からの受光を、複雑な光学
系要素を用いることなく、かつ装置規模を拡大することなく反応容器数に比較して十分に
少ない個数もしくは１の測定器により、ほぼ並行して行なうことができるものである。
【００３７】
　「光学的状態」とは、発光、呈色、変色または変光等の状態である。光学的状態に基づ
く光とは、発光もしくは変光による光、呈色もしくは変色に対し照射した光の反射光もし
くは透過光、散乱光等である。
【００３８】
　「前記各接続端と前記測定端とを順次光学的に接続する」とは、前記接続端と前記測定
端とが、至近距離で向かい合うことで光学的に接続させることである。接続の瞬間は、前
記測定器が受光する光量の極大値に相当するので、前記測定制御部は、該光量の極大値を
算出することで測定すべきデータを特定することになる。
【００３９】
　「測定器」は、例えば、蛍光、化学発光の測定を可能にするものであって、前者の場合
には、1または2以上の種類の励起光の照射、1または2以上の種類の波長をもつ蛍光の受光
、そのためのフィルタを有する。これらを光ファイバを用いて導光することが好ましい。
また、複数種類の測定器には、波長（または周波数）の大きさや範囲に対応して設けられ
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た場合がある。
【００４０】
 　「測定端」は、前記測定器に設けられた受光すべき光の入射口を少なくとも有し、蛍
光の測定の場合には照射すべき光の出射口を有する。これらは、別の測定端として設ける
ことができる。なお前記入射口または出射口は、内部に設けた光電素子からなる受光部ま
たは照射源と光学的に接続する。その際、各々受光用の導光部または照射用の導光部を介
して接続することができる。また、前記接続端配列体、測定端、測定器は、加熱制御や温
度制御の行われる反応容器や装着用架台と直接的に接触したり近接しないような離れた位
置に設けるのが好ましい。
【００４１】
　なお、前記反応容器用光測定装置には、その他、明示していないが「測定制御部」を有
し、「測定制御部」は、前記測定器および導光切換機構を制御し、前記反応容器用光測定
装置に内蔵したコンピュータ（ＣＰＵ）および該コンピュータを駆動するプログラムから
なり、例えば、ＤＡ変換器を通して信号を前記移動機構を駆動する各制御部に送ることに
よって測定制御がなされることになる。
【００４２】
　ここで、「変調器」とは、各測定器が受光すべき光の強度を所定周波数で変調させる装
置である。例えば、反応容器内の光学的状態が蛍光の発光である場合には、後述する励起
光変調部を有する。該励起光変調部は、蛍光物質に照射する励起光を発生させるための照
射源に印加する電圧を、前記所定周波数を持つ振動電圧とする振動電圧供給回路等の駆動
回路や、前記所定周波数で受光すべき光を点滅させるための種々の装置、例えば、光シャ
ッター、回転するポリゴンミラー、有透光孔回転体による光チョッパーを含む。「所定周
波数の振動電圧」には、正弦波的な振動、光の点滅を含むパルス波的な変動がある。「同
調器」は、受光した光に関して、前記所定周波数に同調することによって、対応する受光
した光の光強度を得る装置であって、例えば、前記周波数または周波数帯域を取り出す帯
域通過フィルタ回路を有する。これは、一般に、励起光の波長は蛍光の波長よりも短かく
、かつ強度が高いので、複数種類の蛍光を、複数種類の励起光を用いて、互いに接近させ
た状態で測定を行なうことがありうる。このような場合に、ある励起光の波長と蛍光の波
長が重なると、蛍光を励起光から抽出することが困難になるからである。そこで、少なく
とも隣接する測定器間では、異なる所定周波数で変調させることで両者を区別することが
できることになる。これによって自然光等の他の雑光を排除することができることになる
。
　なお、「所定周波数」としては、１Hzから１MHzの間、好ましくは、1kHzから10kHz程度
である。「少なくとも隣接する測定器間」であるので、一定の距離以上離れた測定器間の
場合には、同一の周波数を用いることが可能である。
【００４３】
　第２の発明は、前記測定器による受光の際には、少なくとも前記測定端を除く測定器本
体は該反応容器およびそれに連係した連係部を有する前記導光用架台に対して不動に設け
られている反応容器用光測定装置である。
　したがって、前記接続端配列体が前記測定端に対し移動し、または測定端が前記接続端
配列体に対して移動する場合があり、前記測定器本体は前記反応容器に前記導光用架台が
連係するまでは、前記反応容器または前記導光用架台に対して移動可能に設けられて良い
。前者の場合は、例えば、測定器本体が前記導光用架台と連動する場合または一部方向の
移動に連動する場合であり、後者の場合は、測定器本体が前記反応容器と連動し、または
反応容器とともにステージに固定されている場合である。なお、測定端には、もし存在す
る場合には測定器本体の外にあって測定端までの導光部をも含む。
【００４４】
　第３の発明は、前記測定器は、特定波長または特定波長帯の光を受光可能な複数種類の
特定波長測定器からなり、各特定波長測定器は、前記各接続端と前記所定経路に沿って順
次光学的に接続可能な少なくとも１の測定端を有し、前記各特定波長測定器に設けられた
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前記変調器の前記周波数は、少なくとも隣接する所定特定波長測定器間において、相互に
異なり、前記光学的状態に基づく光が蛍光の場合には、各特定波長測定器は、対応する特
定波長または特定波長帯の蛍光を励起する所定励起光を照射する照射源と、前記特定波長
または特定波長帯の蛍光を受光可能な受光部とを有し、前記各特定波長測定器に対応する
前記各変調器は、前記所定周波数で各所定励起光を変調させる励起光変調部を有し、前記
各同調器は、前記受光部が受光した光について、前記各所定周波数をもつ光の強度データ
を抽出する帯域通過フィルタ回路またはロックインアンプを有する反応容器用光測定装置
である。
【００４５】
　ここで、測定端には、例えば、空洞、レンズ等の光学系要素、光ファイバ等の導光部が
設けられることになる。また、各測定端には、前記照射源と接続する照射口、受光部と接
続する受光口を有する。「帯域通過フィルタ回路」とは、測定対象の信号から（変調した
）前記所定周波数を含む周波数帯域をもつ光の信号のみを抽出しそれ以外の周波数の信号
を除去する回路であり、ハイパスフィルタとローパスフィルタを組み合わせたフィルタ回
路が例示され、「ロックインアンプ」とは、測定対象の信号と、変調した前記所定周波数
を持つ参照信号の２つを乗算器（Phase Sensitive Detector）で乗算し、その後平滑化し
て前記所定周波数を持つ信号の強度成分をもつ出力信号を得る回路である。
【００４６】
　第４の発明は、2以上の前記連係部は導光用架台に設けられ、前記連係部が2以上の前記
反応容器と一斉に直接的又は間接的に連係するように前記導光用架台を前記反応容器に対
して相対的に移動する架台移動機構を有する反応容器用光測定装置である。
【００４７】
　好ましくは、前記接続端配列体の配列面上の隣接する前記接続端の間隔は、導光用架台
における隣接する前記連係部の間隔よりも小さくなるように形成する。
　前記架台移動機構は前記導光用架台を前記容器群に対して上下方向に相対的に移動可能
とする場合には、前記反応容器の開口部を被覆するように装着された密閉蓋を押圧または
振盪することができる。すなわち、前記測定制御部は、前記反応容器の開口部を被覆する
ように密閉蓋を介して前記連係部と間接的に連係した後、該密閉蓋を押圧または振盪する
ように制御することが好ましい。押圧によって、反応容器の密閉を確実にすることができ
るとともに、振盪によって、反応容器の開口部と密閉蓋との間の密閉状態を迅速かつ容易
に解除し開放することができる。したがって、高い処理効率および信頼性を得ることがで
きる。
【００４８】
　なお、連係部が前記反応容器の開口部と直接的または間接的に嵌合等の連結によってで
はなく、反応容器に近接することで反応容器と連係する場合には、上下方向の相対的な移
動を行なうことなく水平方向の移動によって、連係部と反応容器との間の連係とその解除
を順次円滑に繰り返すことができる。
【００４９】
　また、前記導光用架台に設けられた2以上の連係部は、2以上の反応容器と直接的または
間接的に一斉に連係可能な状態で該導光用架台に対して水平方向に移動可能な連係部配列
体に配列され、該連係部配列体を前記導光用架台に対して移動することによって、前記導
光用架台を移動することなく該連係部配列体により一斉に連係可能な反応容器数よりも多
い反応容器と連係可能とする反応容器用光測定装置を提供することができる。この場合に
は、各連係部と反応容器との連係を、各連係部が挿入可能であってその連係部配列体が移
動可能な水平方向に延びるとともに該導光用架台に前記連係部ごとに設けた2以上の溝内
または相互に隔壁で仕切られた2以上の領域等の相互に遮蔽された遮蔽領域内で行なうこ
とが好ましい。これによって、他の反応容器からの光の混入を確実に防止することができ
る。
【００５０】
　この場合には、前記連係部は、前記導光用架台の上下方向の移動によらずに、水平方向
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に移動するだけで容易かつ高速に反応容器と連係させることができる。したがって、連係
部配列体の水平方向の移動を含めて前記安定的受光可能時間内に行なうことができるよう
に連係部配列体の速度を設定することによって、より一層多数の反応容器について、1組
の測定器によって、ほぼ並行して受光および測定を行なうことができる。
【００５１】
　なお、前記測定器が、前記各接続端と光学的に接続可能な1または2以上の測定端を有し
特定波長又は特定波長帯の光を受光可能な複数種類の特定波長測定器を有する場合には、
前記所定経路に沿って前記各接続端と光学的に接続可能なように複数の前記各測定端を整
列させる測定端整列部とを有するのが好ましい。
【００５２】
　「整列」は、一体的または連鎖的に行われる。「一体的」とは、前記測定端間が自由度
なしで相互に固定されるように配列されること。「連鎖的」とは、前記測定端間が鎖のよ
うにある程度の自由度をもって配列されることである。「整列」は、前記所定経路の走査
方向または走査方向に垂直な方向に沿って各測定端が並ぶ場合がある。後者の場合には、
所定経路としては、複数の経路が並列的に並ぶことになる。
【００５３】
　本発明によれば、複数種類の発光物質、呈色物質、変色物質または変光物質を用いるこ
とで、複数種類の増幅対象を1の反応容器で、同一条件で並行に増幅処理することで、複
数種類の増幅対象について、複数種類の発光物質等で標識化したプライマを用いること等
によって多重ＰＣＲ増幅や多重リアルタイムＰＣＲを行なうことが可能である。
【００５４】
　「特定波長または特定波長帯の光」であるから、例えば、可視光でいえば、赤色、黄色
、緑色、青色、紫色等の波長の範囲である。
【００５５】
　第５の発明は、前記容器群には、1または2以上の前記反応容器の開口部に装着されて該
反応容器を密閉する透光性を有する密閉蓋を有する反応容器用光測定装置である。
【００５６】
　ここで、「密閉蓋」には、板状またはブロック状の非可撓性のものの他、柔軟性のある
フィルム状または膜状のものも含む。前記「装着」には、嵌合、螺合、摩擦、吸着、付着
、接着等が含まれる。この場合、着脱可能に装着するのが好ましい。
【００５７】
　また、前記導光用架台の各連係部を各反応容器の開口部において連係させた場合には、
前記反応容器の開口部を被覆する密閉蓋に対して、前記連係部またはノズルを押圧または
振盪可能とするのが好ましい。
【００５８】
　前記連係部は前記導光用架台の下方に突出するように設けられるのが好ましい。この場
合、連係部は、例えば、棒状、筒状、錐状等の形状をもち、該部材の下端部が前記密閉蓋
と接触可能であるのが好ましい。
【００５９】
　前記密閉蓋は、1個で1または2以上の反応容器の開口部を被覆する。密閉蓋は、例えば
、後述するノズルに装着させて移動し、チップ脱着機構を用いて反応容器の開口部を被覆
させることになる。そのためには、密閉蓋の上側には、1または2以上の前記ノズルに装着
可能な1または2以上の装着用の窪みが設けられることになる。1または2以上の前記連係部
は、前記導光用架台の上下方向の移動によってこの窪み（連係用の窪みでもある）内に挿
入されて反応容器と連係させることができる。
【００６０】
　密閉蓋をノズルにより移動せずに、専用の密閉蓋搬送機構を設けることもできる。該密
閉蓋搬送機構として、前記反応容器用光測定装置は、例えば、前記容器群に対して移動可
能な搬送体と、各反応容器の開口部を被覆する被覆板、および光が透過可能な該被覆板の
中央部を除く部分で下側に突出して前記反応容器に前記被覆板を装着可能な装着部を有す
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る密閉蓋について、前記装着部が前記反応容器に装着可能な状態で下側に露出するように
前記被覆板を把持し、前記反応容器の配列に応じて前記搬送体に配列された1または2以上
の把持部とを有する密閉蓋搬送体を有するものである。また、密閉蓋搬送体は、前記導光
用架台と連動させるようにすれば、装置構造を簡素化し、装置規模の拡大を防ぐことがで
きる。
【００６１】
　この場合には、密閉蓋の上側には、ノズル装着用等の窪みを設ける必要がないので、前
記連係部は、前記導光用架台の上下方向の移動によらずに、密閉蓋上で反応容器の開口部
間を水平方向に移動するだけで容易に連係させることができる。この場合、連係部の水平
方向の移動を前記安定的受光可能時間内に行なうことができれば、より一層多数の反応容
器について、ほぼ並行して受光および測定が可能となる。
【００６２】
　第６の発明は前記導光用架台には、前記密閉蓋を加熱可能な加熱部を有する反応容器用
光測定装置である。
【００６３】
　例えば、前記測定制御部は、前記連係部に前記密閉蓋を一斉に装着した後に、前記光学
的連係部が2以上の反応容器と一斉に間接的に連係するように前記架台移動機構を制御し
た後、前記密閉蓋を加熱するように前記加熱部を制御する。「加熱部」は、例えば、加え
る電流の大きさによってまたはオン・オフ制御に基づいて設定される温度での加熱機能を
有する。
【００６４】
　ここで、該加熱部による密閉蓋の加熱は、前記密閉蓋が密閉した前記反応容器の温度制
御の際の結露防止のために行う。
【００６５】
　第７の発明は、前記反応容器の下側壁部分に接触または近接して設けられた温度源を有
する温度制御器と、前記反応容器の該下側壁部分よりも上側に位置した前記反応容器の上
側壁部分に接触または近接して設けられて、該上側壁部分を加熱可能な加熱源を有する加
熱部とを有する反応容器用光測定装置である。
【００６６】
　ここで、「下側壁部分」は、反応容器の全容量の一部（例えば、１%から90%）の予め定
めた所定液量が収容可能な容量部分を囲み底部を含む壁部分またはその一部である。該下
側壁部分は、例えば、前記規定液量の液体を収容可能な部分の壁部分である。例えば、前
記連係部と連係する広口管部および細口管部からなる反応容器の場合には、細口管部に設
けられる。「上側壁部分」は、反応容器の全容量の内、前記規定液量が収容された下側容
器部分の残りの容量を囲む容器部分またはその一部である。「上側壁部分」は、通常、前
記下側壁部分と間隔を空けた反応容器の上側に設けられるのが好ましい。上側壁部分は、
下側壁部分よりも開口部、密閉蓋、または連係部に近いことになる。例えば、前記広口管
部および前記細口管部からなる容器の場合で、連係部が広口管部と嵌合することで連係す
る場合には、広口管部の壁部分に上側壁部分が設けられる。上側壁部分は、例えば、該容
器壁の周に沿った帯状に相当する部分である。
【００６７】
　前記測定制御部は、前記連係部が反応容器と一斉に直接的または間接的に連係するよう
に架台移動機構を制御した後に、前記連係部の直接的または間接的な結露を防止するよう
に前記加熱部を制御する。「間接的な連係」とは、密閉蓋、反応容器の外壁等を介して前
記連係部が反応容器と連係する場合である。「加熱部の制御」は、結露防止のために「温
度制御」に応じて行われる。例えば、加熱温度は、温度制御で設定された各所定温度より
も、数度（結露防止に必要な水蒸気の露点を超える温度）から数10℃（反応容器の素材の
融点よりは十分に低い温度）、例えば、1℃から60℃、好ましくは、約5℃程度高めに設定
するように制御する。例えば、増幅がＰＣＲの場合には、94℃から数度高い温度、例えば
、100℃で加熱し、アイソサーマルの場合には、所定温度が約55℃の場合には、例えば、
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それより数度高い温度、例えば、60℃から70℃程度で加熱される。なお、加熱温度は、温
度制御の対象となる液量や、配列された反応容器の位置にも依存する。例えば、実験によ
ると、温度制御で設定された温度が95℃の場合、液量25μLでは、113℃で結露が消失した
。
【００６８】
　加熱部が、直接、連係部または密閉部ではなく反応容器に対して加熱を行なうことによ
って、連係部に設けられた光学系要素、または連係部に近い測定端への熱的な影響を軽減
または除去し、プリズム、光ファイバ、凹凸レンズ、ボールレンズ、非球面レンズ、ドラ
ムレンズ、屈折率分布型のロッドレンズ等の各種レンズ、ミラー、導波管等の光学系要素
の劣化を防止し、かつ、光学系要素を通してえられ得る画像の信頼性を高めることができ
る。連係部に前記光学系要素である、ボールレンズ、非球面レンズ等の各種レンズを用い
ることにより、前記反応容器内で発生して開口部方向に出射される光を確実に集光して光
ファイバ等の導光部に入射して導光することができる。
【００６９】
　ここで、反応容器と、該反応容器の前記下側壁部分と接触または近接して設けられた温
度源を有し前記反応容器内の温度制御を行う温度制御器と、前記上側壁部分に接触または
近接して設けられて、前記上側壁部分を加熱可能な加熱源を有する加熱部とは、反応容器
制御システムを構成する。
【００７０】
　その場合、前記反応容器は、広口管部と、該広口管部の下側に設けられ該広口管部と連
通し該広口管部よりも細く形成された細口管部とからなり、該広口管部は前記連係部の先
端が嵌合可能であって、該細口管部には液体が収容可能であり、前記下側壁部分は前記細
口管部に、前記上側壁部分は前記広口管部に設けられるのが好ましい。また、前記加熱部
により加熱される反応容器の上側壁部分若しくはそれと接触する密閉蓋と、前記連係部と
の間の接触面はできるだけ小さい方が好ましい。これによって、加熱部による連係部の光
学系要素への影響を軽減しまたは除去することができる。
【００７１】
　第８の発明は、反応容器と直接的または間接的に連係可能であって、内部に光学的要素
が設けられた連係部は、水蒸気の露点よりも高い温度まで使用可能であって、熱伝導率が
1.0W/(m・K)よりも小さい素材である反応容器用光測定装置である（W：ワット、K：ケル
ビン、m：メートル）。
【００７２】
　ここで、例えば、素材が樹脂の場合には、加熱部による加熱制御が113℃で行われるよ
うな場合には、下記の表から明らかなように、この条件に該当するものとしては、ＰＥＥ
Ｋ、ＭＣナイロン、フッ素樹脂、ＰＢＴ等があるが、剛性を考慮すると、ＰＥＥＫが好ま
しい。
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【００７３】
　第９の発明は、前記導光用架台は、気体の吸引及び吐出を行なう吸引吐出機構および該
吸引吐出機構によって液体の吸引および吐出が可能な分注チップを着脱可能に装着する1
または2以上のノズルを有するノズルヘッドに設けられ、該ノズルヘッドを前記容器群と
の間で相対的に移動可能とするノズルヘッド移動機構を有する反応容器用光測定装置であ
る。
【００７４】
　この場合、前記ノズルに装着した前記分注チップまたは前記容器群に設けられた液収容
部の内部に磁場を及ぼしかつ除去することが可能で前記分注チップまたは前記液収容部の
内壁に前記磁性粒子を吸着可能な磁力部をさらに設けるとともに、前記吸引吐出機構、前
記移動機構、および前記磁力部を制御して、前記反応溶液として、前記検体から前記増幅
対象の溶液を分離抽出して液収容部内に前記増幅用溶液の一部として収容する抽出制御部
を設けるのが好ましい。
【００７５】
　ここで、「分離抽出用溶液」としては、検体に含有する細胞壁等を形成するタンパク質
を分解または溶解して核酸またはその断片を細菌や細胞外に流出させる溶解液、前記磁性
粒子への核酸またはその断片の捕獲を容易化するバッファ液、さらに前記磁性粒子に捕獲
した核酸または核酸の断片を該磁性粒子から解離させる解離液等がある。前記核酸または
その断片の分離を行うためには、前記混合溶液の吸引吐出を繰り返すのが好ましい。
【００７６】
　「分注チップ」は、例えば、太径部と、細径部と、該太径部と該細径部とを連通する移
行部とからなり、前記太径部には、前記ノズルの下端が挿入されて前記ノズルに装着され
る装着用開口部を有し、前記細径部には、前記吸引吐出機構による気体の吸引吐出によっ
て液体が流入および流出可能な先端口部とを有する。分注チップおよびノズルは、例えば
、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエステル、アクリル等の樹脂等の有機物、ガラス
、セラミックス、ステンレススチール等の金属、金属化合物、半導体等の無機物によって
製造される。
【００７７】
　「吸引吐出機構」は、例えば、シリンダと、該シリンダ内を摺動するピストンと、該ピ
ストンと連結したナット部と、該ナット部が螺合するボール螺子と、該ボール螺子を正逆
両方向に回転駆動するモータによって形成する。
【００７８】
　なお、2以上のノズルを用いる場合には、各ノズルに対応するように2以上の前記容器群
が、1の前記ノズルが進入し他のノズルが進入しない各ノズルに対応した2以上の専用領域



(17) JP 6294823 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

内に各々配列されることによって、各専用領域を、異なる検体ごとに設定することで、検
体間のクロスコンタミネーションを確実に防止することができる。
【００７９】
　前記架台移動機構は、前記ノズルヘッド移動機構を、少なくとも一部利用する。ノズル
自体をＺ軸方向に移動するノズル移動機構も、前記ノズルヘッド移動機構を、少なくとも
一部利用し、架台移動機構とノズル移動機構は、Ｚ軸方向の移動については独立して移動
可能とするのが好ましい。
【００８０】
　第１０の発明は、前記ノズルは、密閉蓋を装着して保持可能であり、該密閉蓋を脱着す
ることによって前記密閉蓋を前記反応容器の開口部に装着可能な反応容器用光測定装置で
ある。該密閉蓋の脱着は、ノズルに装着した分注チップをノズルから脱着するチップ脱着
機構で兼用することができる。この場合、「密閉蓋」には、反応容器の開口部に装着可能
な密閉部と、ノズルに装着可能な連係用の窪みを有することになる。また、密閉蓋に装着
することで連係部が間接的に反応容器と連係する場合であって、ノズルの外径と連係部の
外径とが異なる場合には、該密閉蓋の前記連係用の窪みは、ノズルの代わりに連係部の先
端と嵌合、装着して、連係部が密閉蓋を保持可能とするのが好ましい。この場合、密閉蓋
の連係部からの脱着は、専用の密閉蓋脱着機構を設けるのが好ましい。
【００８１】
　第１１の発明は、前記各連係部に複数本の導光部からなる導光部束の先端が設けられ、
該導光部束の一部の導光部束の後端は前記接続端配列体の第１の接続端に設けられ、前記
導光部束の残りの一部または全部は、前記接続端配列体の第２の接続端に設けられ、前記
所定経路は、第１の経路と第２の経路からなり、前記接続端配列体の移動によって、前記
測定器に設けられた第１の測定端は前記第１の接続端からなる第１の経路に沿って、第２
の測定端は、前記第２の接続端からなる第２の経路に沿って各々相対的に移動する反応容
器用光測定装置である。
【００８２】
　第１２の発明は、前記第１の測定端は、前記測定器の照射源と光学的に接続し、前記第
２の測定端は、前記測定器の受光部と接続し、前記第１の測定端は、前記第１の接続端と
接続可能であり、前記第２の測定端は、前記第２の接続端と接続可能である反応容器用光
測定装置である。
【００８３】
　ここで、前記接続端配列体は、前記連係部と光学的に接続した複数組の前記第１の接続
端および第２の接続端と、導光部によって光学的に相互に接続された1組の第３の接続端
および第４の接続端とを有し、前記測定器に設けられた第１の測定端は複数個の前記第１
の接続端および1個の第３の接続端からなる第１の経路に沿って、かつ前記測定器に設け
られた第２の測定端は、複数個の前記第２の接続端および1個の第４の接続端からなる第
２の経路に沿って相対的に移動可能であり、前記第１の測定端は、前記測定器の照射源と
光学的に接続し、前記第２の測定端は、前記測定器の受光部と接続し、各組ごとに、前記
第１の測定端が複数個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端と順次接続可能であ
り前記第２の測定端が複数個の前記第２の接続端および1個の前記第４の接続端と順次接
続可能であることが好ましい。
　この場合には、前記照射源の発する励起光を、前記連係部および前記反応容器を迂回せ
ずに前記導光部を介して直接受光部が受光して、その強度を測定することができる。一般
に、励起光源として用いられるＬＥＤ等の半導体発光素子は、温度に依存して発光強度が
変動することがある。一方、溶液中に溶解した蛍光体の発する蛍光強度は、蛍光体濃度と
、励起光強度に比例する。多くの蛍光測定は、蛍光強度の蛍光体濃度依存性を利用し溶液
中の蛍光体濃度を推定するための測定であるが、励起光強度の変動も、蛍光体の独活の変
動と同様に蛍光強度を変動させる。このため、励起光の強度を測定して、その変動に基づ
く蛍光強度への影響を除去することで、高精度な測定を行なうことができることになる。
　また、前記第１の接続端に対応する先端と前記第２の接続端に対応する先端とが混在す
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るように配列されるのが好ましい。「先端の混在」は、複数本の導光部からなる導光部束
にあっては、2種類以上の導光部の先端が均質化されるように混じり合うように配置する
のが、均質な照射と均質な受光のためには好ましい。
【００８４】
　第１３の発明は、前記容器群は、1または2以上の前記ノズルからなる1組のノズルが進
入し他の組のノズルが進入しない各組のノズルに対応した2以上の各専用領域からなり、
各専用領域には、少なくとも1の前記反応容器、該反応に用いる反応溶液を収容する1また
は2以上の液収容部、前記ノズルを用いて前記反応容器にまで運搬可能であって前記反応
容器に収容した前記反応溶液を密閉可能な密閉蓋を少なくとも有し、前記導光用架台の各
連係部は、前記各専用領域に1または2以上の連係部からなる1組の連係部が進入し他の組
の連係部が進入しないように対応付けられるように前記導光用架台は前記全専用領域に渡
って延設されている反応容器用光測定装置である。
【００８５】
　「1組の前記ノズルが進入し他の組のノズルが進入しない」または「1組の連係部が進入
し他の組の連係部が進入しないように」するには、例えば、前記各専用領域に1組の前記
ノズルが進入し他の組のノズルが進入しないように前記ノズルヘッド移動機構を制御し、
前記各専用領域に1組の前記連係部が進入し他の組の連係部が進入しないように制御する
専用領域制御部を設けることで行う。
【００８６】
　第１４の発明は、前記各専用領域を横断するように移動可能であって、各専用領域に侵
入可能な1または2以上のノズルからなる1組の横断可能ノズルをさらに有する反応容器用
光測定装置である。
【００８７】
　第１５の発明は、前記各専用領域には、検体を識別しまたは管理する検体情報及び検査
内容を示す検査情報が可視的に表示され、該検体情報および該検査情報を含む前記各専用
領域に表示された内容を撮影して画像データを得るデジタル・カメラが前記横断可能ノズ
ルに設けられた反応容器用光測定装置である。
【００８８】
　ここで、「検体情報」とは、検体を識別しまたは管理するのに必要な情報であって、検
体を識別する情報としては、例えば、検体が採取された患者、動物、食材、土壌、汚水等
の検体の属性、例えば、患者の氏名、年令、性別、ID番号、食材の販売場所、土壌の採取
場所、採取日時等、または採取した検体の物性、例えば、患者の血液、尿、便、体液、細
胞等の種別、食材の種別、土壌の種別、汚水の種別等である。検体を管理する情報として
は、例えば、その検体の採取者、採取日付、該検体についての検査の担当者、その検体に
ついての検査の日付等である。
【００８９】
　「検査情報」とは、検体に対して行われる検査の内容を示す情報であって、例えば、検
査項目、例えば、各種遺伝子情報（例えばＳＮＰｓ、塩基配列決定）、遺伝子診断、若し
くはその他の各種タンパク情報、または検査で使用する試薬の種類、試薬の製造ロット番
号、試薬の検量曲線、若しくは検査用器具の種類、構造、担体等に固定されている生体物
質の種類等を含有することができる。これらの情報は、手書きの場合、印字された場合、
バーコードによる場合またはＱＲ（登録商標）コード（マトリクス型二次元コード）によ
る場合等で表示される。画像データは解析されて、該コードデータに対応する解析データ
に変換されて出力される。
【００９０】
　第１６の発明は、気体の吸引および吐出を行う吸引吐出機構および該吸引吐出機構によ
って液体の吸引および吐出が可能な分注チップを着脱可能に装着する1または2以上のノズ
ルが設けられたノズルヘッドと、種々の反応に用いる反応用溶液を収容する1または2以上
の液収容部、目的物質を捕獲可能な磁性粒子が懸濁した磁性粒子懸濁液を収容する液収容
部、検体を収容する液収容部、目的物質の分離抽出用溶液を収容する1または2以上の液収
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容部、および2以上の反応容器を少なくとも有する容器群と、前記ノズルヘッドと前記容
器群との間を相対的に移動可能とするノズルヘッド移動機構と、前記ノズルに装着された
各分注チップの内壁に前記磁性粒子を吸着可能な磁力部と、前記ノズルヘッドに設けられ
、前記各反応容器と直接的または間接的に連係可能であって、連係した該反応容器内部と
光学的に接続する1または2以上の導光部の先端が設けられた2以上の連係部を有する導光
用架台と、前記各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が設けられた前記導光
部の後端が設けられた2以上の接続端を、所定経路に沿って配列して支持する配列面を有
する接続端配列体と、前記配列面に近接若しくは接触して設けられ、該各接続端と前記所
定経路に沿って順次光学的に接続可能な1または2以上の測定端を有し、該接続端と該測定
端との光学的接続によって前記反応容器内の光学的状態に基づく光を受光可能な測定器と
、前記接続端配列体の前記所定経路に沿って設けられた前記各接続端と前記各測定端とを
順次光学的に接続するように相対的に移動させる導光切換機構と、を有する反応容器用光
測定装置である。
  前記測定器が複数種類の測定器からなる場合には、各測定器に対して、少なくとも隣接
する測定器間では、相互に異なる各所定周波数で各測定器が受光すべき光の強度を変調さ
せる変調器と、該各測定器が受光した光に関して、前記各所定周波数に同調させて、対応
する受光した光の強度を得る同調器とを有することが好ましい。
【００９１】
　ここで、前記「反応溶液」としては、例えば、核酸増幅に用いる増幅用溶液であり、「
目的物質」としては、増幅対象である核酸またはその断片である。なお、前記ノズルから
前記密閉蓋または分注チップを脱着するチップ脱着機構を設けるのが好ましい。なお、本
装置に、前記容器群に必要な検体、試薬、洗浄液、バッファ等を供給する分注機能を有す
る検体供給装置を前記反応容器用光測定装置のステージとは別の位置に設け、供給された
容器群が組み込まれたステージごと、自動的に前記反応容器用光測定装置の前記ステージ
の位置に移動して差換え可能とすることが好ましい。これによって、容器群への分注処理
や供給処理等の準備工程を含めて一貫して処理することができることになる。
　なお、第２の発明乃至第１３の発明について各々本発明と組み合わせることが可能であ
る。
【００９２】
　第１７の発明は、2以上の反応容器に対して、1または2以上の導光部の先端が設けられ
た連係部を移動し、前記反応容器と前記連係部とを直接的または間接的に一斉に連係して
、連係した前記反応容器内部と前記導光部を光学的に接続し、該反応容器内で温度制御を
行い、前記反応容器からの光を、該各連係部に対応して設けられ、該連係部にその先端が
設けられた前記導光部の後端が設けられた2以上の接続端を所定経路に沿って配列して支
持する配列面を有する接続端配列体に導き、該配列面に近接若しくは接触して設けられ、
測定器に設けられた1または2以上の測定端と該各接続端とを、前記接続端配列体を移動さ
せることで、前記所定経路に沿って順次光学的に接続させて、前記反応容器内の光学的状
態に基づく光を測定器が受光する反応容器用光測定方法である。
  前記測定器が複数種類の測定器からなる場合には、少なくとも隣接する測定器間では、
相互に異なる所定の周波数で各測定器が受光すべき光の強度を変調させ、各測定器が受光
した光に関して、前記所定周波数に同調させて、対応する受光した光の強度を得ることが
好ましい。
　また、前記各連係部に複数本の導光部からなる導光部束の先端が設けられ、該導光部束
の一部の導光部束の後端は前記接続端配列体の第１の接続端に設けられ、前記導光部束の
残りの一部または全部は、前記接続端配列体の第２の接続端に設けられ、前記所定経路は
、第１の経路と第２の経路からなり、前記接続端配列体は、前記連係部と光学的に接続し
た複数組の前記第１の接続端および第２の接続端と、導光部によって光学的に相互に接続
された1組の第３の接続端および第４の接続端とを有し、前記測定器に設けられた第１の
測定端は複数個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端からなる第１の経路に沿っ
て、第２の測定端は、前記第２の接続端および第４の接続端からなる第２の経路に沿って
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相対的に移動する際に、前記第１の測定端は、前記測定器の照射源と光学的に接続し、前
記第２の測定端は、前記測定器の受光部と接続し、各組ごとに、前記第１の測定端が複数
個の前記第１の接続端および1個の前記第３の接続端と順次接続し前記第２の測定端が複
数個の前記第２の接続端および1個の前記第４の接続端と順次接続するのが好ましい。こ
の場合にも前述した効果を奏することになる。
　なお、第２の発明乃至第１５の発明について各々本発明と組み合わせることが可能であ
る。
【００９３】
　第１８の発明は、前記測定器は特定波長または特定波長帯の光を受光可能な特定波長測
定器を複数種類有し、各特定波長測定器は前記各接続端と前記所定経路に沿って順次光学
的に接続可能な少なくとも1の測定端を有し、複数種類の該各測定端を測定端整列部によ
って整列させ、前記各測定端が前記経路に沿って前記各接続端と順次光学的に接続して、
各特定波長測定器が前記反応容器内の光学的状態に基づく特定波長または特定波長帯の光
を受光する反応容器用光測定方法である。
【００９４】
　第１９の発明は、前記容器群に配列され、前記反応容器の開口部と嵌合可能な透光性を
有する2以上の密閉蓋を反応容器に一斉に装着させてから、前記導光用架台を前記反応容
器の各密閉蓋に対して、移動させる反応容器用光測定方法である。
【００９５】
　第２０の発明は、前記反応容器の開口部を被覆する密閉蓋に対して押圧または振盪する
反応容器用光測定方法である。
【００９６】
　第２１の発明は、前記導光用架台を通して、前記反応容器を密閉する密閉蓋を加熱する
反応容器用光測定方法である。
【００９７】
　第２２の発明は、前記反応容器の各開口部と前記連係部とを直接的または間接的に連係
して、該反応容器内の温度制御を行う際に、該反応容器の下側壁部分と接触または近接し
て設けられた温度源を有する温度制御器の温度制御に応じて、前記下側壁部分よりも上側
に位置した該反応容器の上側壁部分を、該上側壁部分に接触または近接して設けられた加
熱部の加熱源によって加熱し、前記連係部の直接的または間接的な結露を防止する反応容
器用光測定方法である。
【００９８】
　第２３の発明は、ノズルヘッドに設けた気体の吸引および吐出を行なう各ノズルに着脱
可能に分注チップを装着し、磁力部、前記ノズルヘッドと容器群との間を相対的に移動す
るノズルヘッド移動機構、容器群に収容された目的物質を捕獲可能な磁性粒子が懸濁した
磁性粒子懸濁液、検体、および目的物質の分離抽出用溶液を用いて目的物質を分離し、分
離した目的物質および反応に用いる反応用溶液を容器群に設けられた複数の反応容器に導
入し、該反応容器の開口部に対して、前記ノズルヘッドに設けられるとともに1または2以
上の導光部の先端が設けられた2以上の連係部を有する導光用架台を少なくとも前記ノズ
ルヘッド移動機構により移動し、前記反応容器の各開口部と前記連係部とを直接的または
間接的に一斉に連係して、連係した該反応容器内部と前記導光部とを光学的に接続し、該
反応容器内で温度制御を行い、前記反応容器からの光を、該各連係部に対応して設けられ
、該連係部にその先端が設けられた前記導光部の後端が設けられた2以上の接続端を所定
経路に沿って配列して支持する接続端配列体に導き、該配列面に近接若しくは接触して設
けられ、測定器に設けられた1または2以上の測定端と該各接続端とを、相対的に移動させ
ることで、前記所定経路に沿って順次光学的に接続させて、前記反応容器内の光学的状態
に基づく光を各測定器が受光する反応測定用光測定方法である。
　なお、第２の発明乃至第１５の発明について各々本発明と組み合わせることが可能であ
る。
  また、測定器が複数種類の測定器からなる場合には、前記反応容器からの光を前記接続
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端配列体に導く際に、少なくとも隣接する測定器間では、相互に異なる所定周波数で各測
定器が受光すべき光の強度を変調させ、各測定器が受光した光に関して、前記所定周波数
に同調させて、対応する受光した光の強度を得るのが好ましい。
【発明の効果】
【００９９】
　第１の発明、第１６の発明、第１７の発明等、または第２３の発明によれば、複数の反
応容器を連係部により連係して反応容器内と光学的に接続することにより複数の前記反応
容器と導光部を介して接続端配列体の配列面の接続端にまで反応容器内の光学的状態を伝
達し、接続端配列体の配列面上での所定経路に沿って配列された接続端と測定器の測定端
とを順次光学的に接続するようにしている。したがって、反応容器の開口部に対して直接
的に測定端を走査する場合に比較して、測定端と液面との間での光の散乱による減衰や光
の漏れを防止するとともに、接続端の配列を、測定端との接続が確実、迅速かつ円滑に行
なうように配列し直すことができるので、信頼性の高い測定、およびより効率的で迅速な
反応容器内の光学的状態の測定を行なうことができる。
【０１００】
　そのためには、安定的受光可能時間、測定端の構造等を考慮して、全体の前記接続端の
配列領域または隣接する接続端間の距離を連係部の配列領域または隣接する距離よりも小
さくする集積化や、連係部の配列に比較し、所定経路の直線化や曲率半径の拡大による測
定端の移動の円滑化により達成することができる。
【０１０１】
　測定端と接続端との間の配列面上の前記所定経路に沿った移動によって光学系の切換え
を行なうので、光学系の構造を簡単化することができる。また、接続端、測定端、および
測定器を温度制御や加熱制御が行われる反応容器や導光用架台より遠ざけることによって
光学的要素の熱的影響を排除して信頼性の高い処理を行なうことができる。
【０１０２】
　前記測定端に対する接続端の移動は、連続的または間欠的な移動を含む。リアルタイム
ＰＣＲによる測定の結果、増幅曲線を作成して、ＤＮＡの初期濃度の決定等の種々の解析
に利用することができる。
【０１０３】
　また、安定的受光可能時間を利用して１の測定器で、複数の反応容器の測定を並行して
行なうことができるので、測定器の個数を削減して装置規模の拡大を抑制し、製造コスト
を削減することができる。さらに、予め定めた所定経路に沿って順次最短距離で測定端と
接続端間を移動することで測定可能なので、移動機構のみの簡単な機構で測定を並行して
行なうことができることになる。
【０１０４】
　反応容器の開口部を連係部で直接的または間接的に連係することで反応容器を閉塞して
反応および測定を行なう場合には、クロスコンタミネーションおよび光の混入を確実に防
止することができる信頼性の高い自動測定を行なうことができる。
【０１０５】
　さらに、第１の発明、第１６の発明、第１７の発明または第２３の発明にあっては、複
数種類の測定器に対して、少なくとも隣接する測定器間にあっては、各測定器が測定すべ
き光の強度を相互に異なる所定の周波数で変調させ、受光した光から光の強度を復調する
ようにした場合には、各測定器にあっては、隣接する測定器からの主として励起光の進入
による光のクロストークを防止して、信頼性の高い光測定を行なうことができる。すると
、前記接続端の配列をより一層集積化させることができるので、コンパクトで迅速な測定
を行なうことができることになる。
【０１０６】
　第２の発明によれば、前記接続端配列体に配列された前記各接続端と前記各測定端に対
する移動の際には、前記測定器が前記反応容器及びそれに連係した導光用架台に対して不
動であるので、測定の際に、測定器本体に内蔵された光学系要素や電子系要素には、移動



(22) JP 6294823 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

に伴う加速度等による慣性力の負荷がかからず、光学系要素のずれや電子系要素の破壊を
防止し、信頼性の高い精密な測定を行なうことができる。なお、測定以外の場合には、前
記測定器本体は反応容器等に対して移動可能であるので、測定器を反応容器の近くに運搬
して測定することが可能である。
【０１０７】
　第３の発明によれば、光学的状態に基づく光が蛍光の場合には、各測定器には、励起光
の照射源が設けられているため、励起光の照射源の電源として、前記所定周波数の交流電
圧を印加して、所定周波数で光の強度が変動する励起光を容易に得ることができる。する
と、該励起光の照射に応じた強度をもつ、同一の周波数で変動する蛍光を容易に得ること
ができる。これによって簡単な構成により、隣接する測定器間で光のクロストークのない
信頼性の高い測定を行なうことができることになる。
【０１０８】
　第４の発明、第１６の発明、または第２３の発明によれば、導光用架台を移動させる架
台移動機構を設けることにより、前記連係部を人手を介することなく各反応容器と直接的
または間接的に一斉に連係することができるようにしているので、クロスコンタミネーシ
ョンを防止して、処理を効率良く行なうことができる。
【０１０９】
　第３の発明、または第１８の発明によると、1の反応容器内で複数種類の発光物質、呈
色物質、変色物質または変光物質を用いることで、例えば、複数種類の増幅対象を1の反
応容器で同一条件で並行に増幅処理する場合に、複数種類の増幅対象について、複数種類
の発光物質等で標識化したプライマを用いること等によって多重ＰＣＲ増幅や多重リアル
タイムＰＣＲを行なうことが可能である。その際、複数種類の発光物質等からの複数種類
の特定波長または特定波長帯の光の受光の切換えを、安定的受光可能時間を利用して複数
の反応容器間の移動の際に用いる機構と兼用することで、特別な光切換え機構を別途設け
る必要がなく、装置機構を簡略化し、製造費用を削減することができる。さらに、各特定
波長測定器ごとに単独の特定波長または特定波長帯の光を受光するようにしているので、
他の特定波長または特定波長帯からの影響を受けず高精度の測定を行なうことができる。
また、各特定波長測定器ごとにモジュール化して除去追加を行なうことができるので、処
理目的に応じた汎用性の高い処理を行なうことができる。
【０１１０】
　第５の発明、または第１９の発明によれば、容器群に配列された密閉蓋を連係部または
ノズルに装着することでノズルヘッド等の移動により前記反応容器の開口部に装着するこ
とが可能なので、反応容器内の収容物が前記架台の連係部に直接接触することがないので
、クロスコンタミネーションを有効に防止することができる。また、該密閉蓋を反応容器
に装着するための専用の機構を設ける必要がないので、装置規模を拡大することがなく、
製造コストを削減することになる。
【０１１１】
　第２０の発明によれば、前記反応容器の開口部を被覆する密閉蓋を押圧するように制御
することによって、反応容器の密閉を確実にすることができる。また、密閉蓋を振盪する
ことによって、反応容器の開口部と密閉蓋との間の密閉状態を迅速かつ容易に解除し開放
することができる。したがって、高い処理効率および信頼性を得ることができる。
【０１１２】
　第６の発明または第２１の発明によれば、前記密閉蓋を加熱するように制御することに
よって、前記密閉蓋が密閉した前記反応容器の温度制御の際の結露を防止し、透光性のあ
る密閉蓋を通しての測定を確実かつ高い精度で行なうことができる。
【０１１３】
　第７の発明または第２２の発明によれば、反応容器の下側壁部分の温度制御に応じて、
反応容器の上側壁部分の加熱を行なうことによって、連係部の直接的または間接的な結露
を防止することができる。この場合、連係部や密閉蓋を直接的に加熱するのではなく、反
応容器の上側壁部分において、加熱を行なうようにしているので、連係部に設けられた光
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学系要素への直接的な加熱の影響を軽減若しくは除去することができる。これによって光
学系要素の劣化や変質による画像の歪み等を軽減若しくは除去するとともに、連係部に種
々の光学系要素を設けることができるので、精密で汎用性の高い測定を行なうことができ
る。また、容器の直上に加熱部を設ける必要がなく、容器直上の構造、したがって、装置
全体の構造が簡単化され、かつ光学系要素を持つ連係部を容器に一層接近させて光学的測
定を確実に行なうことができる。なお、下側壁部分については、上側壁部分の加熱に応じ
て、冷却が可能なペルチェ素子等を用いて設定した各所定温度に導くように温度制御して
信頼性の高い測定を行なうことができる。
【０１１４】
　第８の発明によれば、連係部を水蒸気の露点を超える温度まで使用可能であって、熱伝
導率が低くかつ剛性の高い素材を用いることによって、結露防止を図るとともに連係部に
設けた光学系要素への熱の影響を削減して、信頼性の高い光学処理を行なうことができる
ことになる。
【０１１５】
　第９の発明、第１３の発明、第１６の発明によれば、前記導光用架台を、ノズルが設け
られたノズルヘッドに組み込むことで、測定器の反応容器間の移動機構（少なくともＸ軸
およびＹ軸方向）を別途設けることなく、ノズルの移動機構と兼用することができるので
、装置規模の拡大を防止することができる。また、測定対象となる反応容器内に収容すべ
き検体溶液、試薬溶液や反応溶液の反応容器への移送や調製をノズルの機能を用いて行う
ことができるので、測定対象の処理から測定までを一貫して効率的かつ迅速に行うことが
できる。
【０１１６】
　第１０の発明によれば、密閉蓋をノズルに装着して移送するようにしているので、新た
な専用の蓋移送機構を設けることなく、既存の機構を利用して装置規模の拡大を防止する
ことができる。一方、密閉蓋を連係部に装着して移送または保持する場合には、連係部と
ノズルの径を異ならせることができるので、連係部内にノズルのサイズに限定されない種
々の光学系要素を設けることが可能となり、汎用性が高くかつ信頼性のある処理を行なう
ことができることになる。
【０１１７】
　第１１の発明によれば、各連係部に複数本の導光部からなる導光部束の先端を設け、該
導光部束を複数の束に分割して、各導光部の後端を複数の接続端に分け、1または複数種
類の測定器が有する複数の測定端と同時に接続させることで、複数種類の波長または波長
帯の受光や、反応容器に対する励起光の照射と、受光とを同時に行うことができるので、
多重の蛍光の処理を行なうことができる。
【０１１８】
　第１２の発明によれば、第１の測定端を測定器の照射源と光学的に接続し、第２の測定
端は、前記測定器の受光部と光学的に接続するとともに、照射源と受光部と接続可能な導
光部の先端を混在させることで、蛍光の測定の際には、反応容器内に斑なく励起光を照射
して、確実で蛍光量に応じた強度を測定することが可能である。
【０１１９】
　第１４の発明によれば、各専用領域を横断するように移動可能な横断可能ノズルを設け
ることによって、複数の専用領域について、同一の核酸等の目的物質や検体を分注するこ
とで、同一の目的物質や検体を条件を変えた反応に利用することができる。また、該横断
可能ノズルの移動を前記接続端配列体の移動機構と兼用することで、装置規模の拡大を抑
制することができる。
【０１２０】
　第１５の発明によれば、各専用領域に情報を表示し、横断可能ノズルの移動に伴って、
各専用領域に表示された情報をカメラで読み取ることで、装置規模を拡大することなく、
信頼性の高い反応、測定処理を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
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【０１２１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る反応容器用光測定装置を示す全体ブロック図で
ある。
【図２】第１の実施の形態例に係る反応容器用光測定装置を示す全体斜視図である。
【図３】図２に示した反応容器用光測定装置の容器群を拡大して示す平面図である。
【図４】図２に示した反応容器用光測定装置のノズルヘッドの全体を拡大して示す正面図
及び側面図である。
【図５】図４に示したノズルヘッドの表側から見た斜視図である。
【図６】図４に示す移動機構及び吸引吐出機構をより具体的に示す側面図である。
【図７】図４に示す吸引吐出機構５３等をより具体的に示す斜視図である。
【図８】図４に示したノズルヘッドの裏側から見た斜視図である。
【図９】図４に示す連係部を反応容器に連係した状態を示す断面図である。
【図１０】図４に示す特定波長測定器を示す図である。
【図１１】第２の実施の形態例に係る反応容器用光測定装置の導光用架台、接続端配列体
、密閉蓋搬送機構を示す斜視図である。
【図１２】図１１に示す導光用架台の一部切り欠いて示す拡大斜視図である。
【図１３】図１２に示す連係部の拡大断面図である。
【図１４】図１１に示す密閉蓋の例を示す断面図である。
【図１５】図１１に示す密閉蓋搬送体の拡大斜視図である。
【図１６】図１５に示す密閉蓋搬送体の断面図である。
【図１７】図１５に示す密閉蓋搬送体の下側から見た斜視図である。
【図１８】連係部に設けた光ファイバ先端と反応容器との位置関係の例を示す概念図であ
る。
【図１９】本発明の第２の実施の形態に係る反応容器用光測定装置を示す全体ブロック図
である。
【図２０】図１９の第１の実施の形態例に係る移動機構および吸引吐出機構をより具体的
に示す側面図である。
【図２１】図１９の第１の実施の形態例に係る連係部が反応容器に連係した状態を示す断
面図である。
【図２２】図１９の第２の実施の形態例に係る連係部が反応容器に連係した状態を示す断
面図である。
【図２３】図１９の第３の実施の形態例に係る連係部が反応容器に連係した状態を示す断
面図である。
【図２４】図１９の第４の実施の形態例に係る加熱制御を示す図である。
【図２５】図１９の第５の実施の形態例に係る反応容器内の温度蛍光強度特性を示す図で
ある。
【図２６】図１９の第６の実施の形態例に係る連係部内のフェルールの温度測定結果を示
す図である。
【図２７】本発明の第３の実施の形態に係る反応容器用光測定装置の測定器を示すブロッ
ク図である。
【図２８】図２７の第１の実施の形態例に係る接続端配列体と測定端との接続を示す図で
ある。
【図２９】図２７の測定器が受光すべき光について、測定器間の影響を示す図である。
【図３０】図２７の連係部の間隔と接続端配列体の接続端の間隔を示す図である。
【図３１】図３０の場合の測定器の測定可能性を示す図である。
【図３２】本発明の第７の実施の形態に係る接続端配列体と測定端との接続を示す図であ
る。
【図３３】図３２に係る接続端配列体を用いた反応容器内の蛍光強度および標準化された
蛍光強度を示すグラフである。
【図３４】本発明の第８の実施の形態に係る反応容器用光測定装置の測定器を示すブロッ
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ク図である。
【発明を実施するための形態】
【０１２２】
　続いて、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。なお、この実施の形態
は特に指定のない限り本発明を制限するものと解釈してはならない。また、各実施の形態
または各実施の形態例において同一のものは同一の符号で表わし説明を省略した。
【０１２３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る反応容器用光測定装置１０のブロック図を示
す。
　該反応容器用光測定装置１０は、大きくは、複数（この例では12個）の反応容器群２３

ｉ (i=1,…12、以下省略）が配列された容器群２０と、分注チップを着脱可能に装着する
複数（この例では12個）のノズル７１ｉ が配列されたノズル配列部７０、および前記各
反応容器の各開口部と直接的または間接的に連係可能であって、連係した前記反応容器内
部と光学的に接続する可撓性のある2以上の導光部の先端が設けられた複数（この例では1
2個）の連係部３１ｉを有する導光用架台３２を有するノズルヘッド５０と、該ノズルヘ
ッド５０に固定して設けられた測定器４０と、前記ノズルヘッド５０を、例えば、Ｘ軸方
向に移動可能とするノズルヘッド移動機構５１と、前記容器群の反応容器群２３ｉ に対
する所定の温度制御を行う温度制御器２９と、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種外部メモリ
、ＬＡＮ等の通信機能、およびＲＯＭ等に格納されたプログラム等からなるＣＰＵ＋プロ
グラム６０と、液晶ディスプレイ等の表示部や操作キー、タッチパネル等の操作部を有す
る操作パネル１３とを有する。
【０１２４】
　前記ノズルヘッド５０には、前記ノズル配列部７０とは独立に前記導光用架台３２を前
記容器群２０に対してＺ軸方向に移動可能とする架台Ｚ軸移動機構３５、前記架台３２と
は独立に前記ノズル配列部７０を前記容器群２０に対してＺ軸に移動可能とするノズルＺ
軸移動機構７５、前記ノズル７１ｉに着脱可能に装着された分注チップ２１１ｉの細径部
２１１ｉａに接離可能に設けられた磁石５７１によって内部に磁場を及ぼしかつ除去する
ことが可能な磁力部５７と、前記ノズル７１ｉに対して気体の吸引および吐出を行うこと
でノズル７１ｉに装着された分注チップ２１１ｉに対して液体の吸引吐出を可能とする吸
引吐出機構５３と、前記吸引吐出機構５３によって駆動され前記容器群２０の各液収容部
の開口部を被覆して予め各種液体を収容するフィルムを穿孔するための穿孔機構５５とを
有する。前記架台移動機構は前記ノズルヘッド移動機構と架台Ｚ軸移動機構とに相当する
。
【０１２５】
　前記ノズルヘッド５０には、さらに、前記各連係部３１ｉに対応して設けられ、該連係
部３１ｉにその先端が設けられた導光部としての光ファイバ（束）３３ｉの後端が設けら
れた複数（この例では12個）の接続端３４ｉ を、配列面として垂直平面上に設けた所定
経路（この例では、Ｙ軸方向に沿った１直線状の経路）に沿って前記連係部３１ｉ間の間
隔よりも狭い間隔で集積化するように配列して支持する接続端配列体３０を有する。また
、該接続端配列体３０は、導光用架台３２や反応容器群２３ｉから離れた位置に設けられ
ている。
【０１２６】
　前記測定器４０は、6種類の蛍光の特定波長または特定波長帯の光を各々受光可能であ
るとともに、前記光の発光のために照射する6種類の特定波長または特定波長帯の励起光
を照射可能な６種類の特定波長測定器４０ｊ（j=1,…6、以下省略）を有する。
【０１２７】
　各特定波長測定器４０ｊには、前記配列面に近接若しくは接触して設けられ、該各接続
端３４ｉ と前記所定経路（Ｙ軸方向に沿った直線状経路）に沿って順次接続可能な測定
端４４ｊを有し、各測定端４４ｊは、Ｙ軸方向に沿って配列された2つの第１の測定端４
２ｊおよび第２の測定端４３ｊを有している。該第１の測定端４２ｊは、各特定波長測定



(26) JP 6294823 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

器４０ｊに設けられた照射源と光学的に接続し、第２の測定端４３ｊは、該特定波長測定
器４０ｊに設けられた光電子増倍管等の光電素子と光学的に接続している。
【０１２８】
　さらに、前記ノズルヘッド５０には、前記接続端配列体３０に配列された前記各接続端
３４ｉと、前記各測定端４４ｊとを順次接続するように、前記接続端配列体３０をＹ軸方
向に沿ってノズルヘッド５０上で移動させる導光切換機構としての配列体Ｙ軸移動機構４
１を有する。
【０１２９】
　また、前記導光用架台３２には、加熱して連係部３１ｉの先端または装着された透光性
のある密閉蓋２５１ｉの結露を防止するための前記加熱部としてのヒーター３７とを有す
る。
【０１３０】
　前記容器群２０は、1（この例では、1組は1に相当）のノズルが進入し他のノズルが進
入しない各ノズルに対応した複数（この例では12個）の専用領域２０ｉからなる。各専用
領域２０ｉには、試薬液等を収容しまたは収容可能な複数の収容部からなる液収容部群２
７ｉと、前記ノズルに着脱可能に装着される透光性のある1または2以上の前記密閉蓋２５
１ｉを収容しまたは収容可能な密閉蓋収容部２５ｉと、ノズルに着脱可能に装着される複
数の分注チップ２１１ｉや検体等を収容するチップ等収容部群２１ｉとを有する。前記液
収容部群２７ｉには、少なくとも磁性粒子懸濁液を収容する1または2以上の液収容部、核
酸またはその断片の分離および抽出に用いる分離抽出用溶液を収容する2以上の液収容部
を有し、必要ならば、さらに、核酸の増幅に用いる増幅用溶液を収容する2以上の液収容
部、前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３１ｉに収容した前記増幅用溶液を該ＰＣ
Ｒ用チューブ２３１ｉ内に密閉するための密閉液を収容する液収容部を有する。
【０１３１】
　なお、前記各専用領域２０ｉには、各専用領域２０ｉを識別するための前記検体情報お
よび検査情報としてのバーコードが表示されているのが好ましい。また、前記ノズルヘッ
ド５０には、前記専用領域２０ｉを横断して（Ｙ軸方向に移動して）液体を移送または分
注可能な１の横断可能ノズル７１０を設け、前記吸引吐出機構５３とは別の横断可能ノズ
ル吸引吐出機構１７によって吸引吐出を行なうようにしている。これによってある専用領
域２０ｉに収容したＤＮＡ等の溶液を、他の専用領域２０Ｋ（ｋ≠i）に分注また配送す
ることができる。このＹ軸方向の移動は、前記配列体Ｙ軸移動機構４１が兼用することが
好ましい。
【０１３２】
　前記ＣＰＵ＋プログラム６０は、核酸またはその断片についての、抽出、増幅、増幅用
溶液の密閉等の一連の処理のための指示を 、温度制御器２９、ノズルヘッド移動機構５
１、チップ脱着機構５９、吸引吐出機構５３、磁力部５７、ノズルＺ軸移動機構７５に対
して行なう核酸処理制御部６３と、前記連係部３１ｉが複数（この例では12個）の前記Ｐ
ＣＲ用チューブ２３１ｉの開口部と一斉に直接的または間接的に連係するように前記ノズ
ルヘッド移動機構５１および架台Ｚ軸移動機構３５を制御した後、前記連係部３１ｉの前
記導光部としての光ファイバ（束）３３ｉと、前記測定器４０ｊの測定端４４ｊの後述す
る第１の測定端４２ｊ、第２の測定端４３ｊとを光学的に接続するように前記配列体Ｙ軸
移動機構４１を制御することで前記測定器４０ｊによる測定を指示する測定制御部６１を
少なくとも有する。
【０１３３】
　また、前記核酸処理制御部６３には、抽出制御部６５および密閉蓋制御部６７を有し、
前記抽出制御部６５は、前記チップ脱着機構５９、吸引吐出機構５３、磁力部５７、ノズ
ルＺ軸移動機構７５およびノズルヘッド移動機構５１、架台Ｚ軸移動機構３５に対して前
記核酸またはその断片の抽出についての一連の処理の指示を行なう抽出制御部６５と、前
記架台Ｚ軸移動機構３５およびノズルヘッド移動機構５１に対し、密閉蓋による密閉処理
について指示を行なう密閉蓋制御部６７とを有する。
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【０１３４】
　以下、図２から図１０に基づいて、前述した本発明の実施の形態に係る反応容器用光測
定装置１０についてのより具体的な第１の実施の形態例を説明する。図２は、本発明の第
１の実施の形態例に係る反応容器用光測定装置１０の外観を示す透視斜視図である。
【０１３５】
　図２（a）は、該反応容器用光測定装置１０の外観を示すものであって、例えば、縦500
mm（Ｙ軸方向）、横600mm（Ｘ軸方向）、高さ600mm（Ｚ軸方向）の大きさで、内部に、前
記容器群２０、ノズルヘッド５０、図１で説明したノズルヘッド移動機構５１、およびＣ
ＰＵ＋プログラム６０が収容されている筐体１１と、前記筐体１１に設けられた操作パネ
ル１３と、ステージが設けられた引出し１５とを有する。
【０１３６】
　図２（b）は、前記筐体１１内を透視する斜視図であって、容器群２０が組み込まれた
ステージが前記引出し１５によって外部に引き出し可能に設けられ、さらに前記ノズルヘ
ッド５０が、前記容器群２０に対して、図１の前記ノズルヘッド移動機構５１によってＸ
軸方向に移動可能に設けられている。
【０１３７】
　図２（b）には、該ノズルヘッド５０は、大きくは、前記配列体Ｙ軸移動機構４１、架
台Ｚ軸移動機構３５およびノズルＺ軸移動機構７５を有する各種移動機構５２と、横断可
能ノズル吸引吐出機構１７と、前記測定器４０と、接続端配列体３０と、光ファイバ（束
）３３ｉと、前記磁力部５７とを有していることが示されている。なお、前記横断可能ノ
ズル吸引吐出機構１７及び該横断可能ノズル７１０は、前記配列体Ｙ軸移動機構４１によ
って、前記専用領域２０ｉを横断するようにＹ軸方向に移動可能なように支持されている
。
【０１３８】
　図３は、図２に示す容器群２０を拡大して示す平面図である。該容器群２０は、その長
手方向がＸ軸方向に沿って1列状に収容部が配列された12個の専用領域２０ｉ（ｉ＝1,…,
12）が、例えば、ピッチ18mmで、Ｙ軸方向に平行に配列されたものである。各専用領域２
０ｉには、ＰＣＲ増幅用のカートリッジ容器２０１ｉと、核酸抽出用のカートリッジ容器
２０２ｉと、チップ収容用カートリッジ容器２０３ｉが別体に設けられている。なお、各
専用領域２０ｉのカートリッジ容器２０１ｉ，２０２ｉ，２０３ｉのＸ軸方向に沿った片
側の縁には隔壁２０１０，２０２０，２０３０が設けられて、専用領域２０ｉ間のクロス
コンタミネーションの防止を図っている。
【０１３９】
　前記ＰＣＲ増幅用カートリッジ容器２０１１には、前記導光用架台３２に設けられた12
個の前記連係部３１ｉに着脱可能により透光性のある1の密閉蓋２５１ｉを介して連係さ
れる前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３１ｉと、ＰＣＲ反応に必要なバッファ液
を収容する液収容部２７１ｉと、前記密閉蓋２５１ｉを収容した密閉蓋収容部２５ｉと、
前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ及び前記液収容部２７１ｉを被覆するフィルムを穿孔する
ための穿孔用チップおよび分注チップ２１１ｉを収容するチップ等収容部２１ｉと、該Ｐ
ＣＲ増幅用カートリッジ容器２０１ｉに関する前記検体情報および検査情報を表示するバ
ーコード８１ｉとを有する。
【０１４０】
　前記核酸抽出用のカートリッジ容器２０２ｉには、核酸抽出用の各種試薬を収容する、
例えば7個の液収容部２７２ｉと、抽出された核酸を収容する反応容器２３２ｉと、該カ
ートリッジ容器に関する種々の情報、例えば、検体情報及び検査情報を表示するバーコー
ド８２ｉとを有する。前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉおよび前記反応容器２３２ｉは、前
記温度制御器２９により温度制御可能である。
【０１４１】
　前記チップ収容用カートリッジ容器２０３ｉは、前記核酸抽出用カートリッジ容器２０
２ｉを被覆するフィルムを穿孔可能な穿孔用チップ、少量の液体の分注を行う2本の少量
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分注チップ、外部から磁力を及ぼしかつ除去することによって磁性粒子を内壁に吸着して
分離可能な分離用分注チップを収容するチップ収容部２１ｉと、該カートリッジ容器２０
３ｉに関する種々の情報を表示するバーコード８３ｉとを有する。
【０１４２】
　前記反応容器としての前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの容量は約200μL程度、その他の
各反応容器、各液収容部およびチューブの容量は約2mL程度である。
【０１４３】
　前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ は、核酸またはその断片の増幅に用いられ、前記温度
制御器２９によって、例えば、サーマルサイクル（4℃から95℃）等の所定の増幅法に基
づいて温度制御が行われる。該ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ は、例えば、図９に示すよう
に、２段に形成され、下側に設けられ前記増幅用溶液２３４ｉが収容される細口管部２３
３ｉと、上側に設けられ前記密閉蓋２５１ｉが嵌合可能な広口管部２３５ｉとを有する。
該広口管部２３５ｉの内径は例えば8mm、細口管部２３３ｉの開口部の内径は例えば5mm程
度である。反応チューブ収容孔に収容された反応容器２３２ｉでは、インキュベーション
のために、例えば、55℃の恒温状態に温度制御する。
【０１４４】
　前記液収容部群２７２ｉには、分離抽出用溶液を次のように収容する。第１の液収容部
には、Lysis 1を40μL、第２の液収容部には、Lysis 2を200μL、第３の液収容部には、
結合バッファ液500μL、第４の液収容部には、磁性粒子懸濁液、第５の液収容部には、洗
浄液１を700μL、第６の液収容部には、洗浄液２を700μL、第７の液収容部には解離液と
して蒸留水を50μL収容し、少し離れた第８の液収容部には、前記タンパク質分離抽出用
溶液の一部として、タンパク質の除去等に用いるイソプロピルアルコール（isopropanol
）を1300μL収容されているものとする。その各開口部は穿孔可能なフィルムの被覆によ
り前記各試薬等はプレパックされている。
【０１４５】
　その他、蒸留水1.2mLが別の蒸留水槽に収容され、細菌や細胞等の懸濁液または全血等
の検体を収容するチューブが各専用領域２０ｉごとに別途用意されている。
【０１４６】
　図４は、本発明の第１の実施の形態例に係るノズルヘッド５０の正面図および側面図、
並びに図５は正面側からの斜視図を示す。
　該ノズルヘッド５０は、12個のノズル７１ｉが配列されたノズル配列部７０と、前記ノ
ズル７１ｉに装着された分注チップ２１１ｉを脱着可能なチップ脱着機構５９と、吸引吐
出機構５３と、前記分注チップ２１１ｉに対して接離可能に設けられた12個の磁石５７１
を有する磁力部５７と、導光用架台３２と、該導光用架台３２に設けられた12個の連係部
３１ｉと、ノズルＺ軸移動機構７５および架台Ｚ軸移動機構３５を有する移動機構部５２
と、連係部３１ｉから後側に延びる可撓性のある導光部としての光ファイバ（束）３３ｉ

と、接続端配列体３０と、該配列体Ｙ軸移動機構４１と、測定端４４を有する測定器４０
と、横断可能ノズル７１０と、その吸引吐出機構１７と、を有するものである。
【０１４７】
　前記ノズル配列部７０には、12本のシリンダ５３１ｉが所定の前記ピッチ、例えば、18
mmでＹ軸方向に沿って配列するように支持したシリンダ支持部材７３が設けられ、各シリ
ンダ５３１ｉの下方の先端には前記ノズル７１ｉが、該シリンダ５３１ｉと連通するよう
に設けられている。
【０１４８】
　チップ脱着機構５９は、両側に脱着用シャフト５９３が設けられ12本の分注チップ２１
１ｉを、上下方向にスライドすることによりノズル７１ｉから脱着させるチップ脱着部材
５９１とを有する。
【０１４９】
　図６または図７に具体的に示すように、前記チップ脱着部材５９１は、2本のチップ脱
着用シャフト５９３の下降に連動して分注チップ２１１ｉを前記ノズル７１ｉから脱着さ
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せる。前記チップ脱着用シャフト５９３は、上方向に付勢されるように外周にまきつけら
れたバネ６００によって弾性的に前記シリンダ支持部材７３に支持され、前記シリンダ５
３１ｉの上端よりも上方であるが、後述するシリンダ用駆動板５３６の通常の吸引吐出の
上下動範囲の下限位置よりも下方にその上端が位置している。2本の該チップ脱着用シャ
フト５９３は、前記シリンダ用駆動板５３６が前記上下動範囲を超えてシリンダ５３１ｉ

の上端近くまで下降することによって下方向に押されてチップ脱着部材５９１を下降させ
る。該チップ脱着部材５９１には、前記ノズル７１ｉの外径よりも大きいが前記分注チッ
プ２１１ｉの最大外径である装着部２１１ｉｃよりも小さな内径をもつ12個の孔が該ノズ
ル７１ｉが貫通するように前記ピッチで配列されている。
【０１５０】
　図６または図７に具体的に示すように、前記吸引吐出機構５３は、前記ノズル７１ｉと
連通し該ノズル７１ｉに装着された分注チップ２１１ｉの内部に対し気体の吸引吐出を行
うための前記シリンダ５３１ｉおよび該シリンダ５３１ｉ内を摺動するピストン用ロッド
５３２と、該ピストン用ロッド５３２を駆動する駆動板５３６と、該駆動板５３６と螺合
するボール螺子５３３と、該ボール螺子５３３を軸支するとともに前記シリンダ支持部材
７３と一体的に形成されたノズルＺ軸移動体５３５、該ノズルＺ軸移動体５３５上に載置
され前記ボール螺子５３３を回転駆動するモータ５３４とを有する。
【０１５１】
　前記磁力部５７は、前記ノズル７１ｉに着脱可能に装着された分注チップ２１１ｉ の
細径部２１１ｉａに対し接離可能に設けられて分注チップ２１１ｉ 内に磁場を及ぼしか
つ除去することが可能な磁石５７１を有する。
【０１５２】
　図６に具体的に示すように、前記ノズルＺ軸移動機構７５は、前記ノズルＺ軸移動体５
３５と螺合して該Ｚ軸移動体５３５をＺ軸方向に沿って上下動させるボール螺子７５２と
、該ボール螺子７５２を軸支し、その下側においては前記磁石５７１をＸ軸方向に移動可
能に支持するとともに後述するノズルヘッド移動機構５１によってそれ自身Ｘ軸方向に移
動可能なノズルヘッド基体７５３と、該ノズルヘッド基体７５３の上側に設けられ前記ボ
ール螺子７５２を回転駆動するモータ７５１とを有する。
【０１５３】
　図６に具体的に示すように、前記導光用架台３２は、断面Ｌ字状板の水平板３２ａと、
垂直板３２ｂとからなり、前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの各開口部と直接的または間接
的に連係可能であって、連係した前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ内部と光学的に接続する
光ファイバ（束）３３ｉの先端を有する12個の円柱状の連係部３１ｉが前記水平板３２ａ
から下方向に突出して設けられている。また、該連係部３１ｉの根元には、該連係部３１

ｉに装着する密閉蓋２５１ｉを加熱して結露を防止するヒーター３７が内蔵されている。
該ヒーター３７の温度は例えば、105℃程度に設定しておく。該導光用架台３２はノズル
ヘッド基体７５３に前記ノズルヘッド架台Ｚ軸移動機構３５によりＺ軸方向に移動可能に
支持されているので、ノズルＸ軸方向およびＺ軸方向に移動可能となっている。
【０１５４】
　該架台Ｚ軸移動機構３５は、前記ノズルヘッド基体７５３に設けられた側板３５５と、
該側板３５５に軸支された垂直方向に配列された２つの鎖歯車３５３の間に掛け渡された
タイミングベルト３５２に支持されてＺ軸方向に上下動する架台駆動用帯状部材３５４と
、前記ノズルヘッド基体７５３の裏側に取り付けられ該鎖歯車３５３を回転駆動するモー
タとを有する。
【０１５５】
　図７に示すように、前記横断可能ノズル吸引吐出機構１７には、チップ脱着機構５９２
が、前記吸引吐出機構１７の下側で前記ノズル７１０の上側に設けられている。また、前
記吸引吐出機構１７には、デジタル・カメラ１９が設けられている。該吸引吐出機構１７
は、モータ１７２によって回転駆動される２つの鎖歯車１７３間に掛け渡されたタイミン
グベルト１７１に取り付けられて、Ｙ軸方向に移動可能に設けられている。
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【０１５６】
　図８は、前記第１の実施の形態例に係るノズルヘッドの裏面側から見た２つの斜視図で
あって、前記接続端配列体３０の各接続端と前記各測定端とを光学的に順次接続させる際
の、接続開始位置（図８（a））との接続終了位置（図８（b））とを示している。
【０１５７】
　前記連係部３１ｉには光ファイバ（束）３３ｉの先端が設けられ、前記導光用架台３２
の水平板３２ａを貫いて、その後端が各連係部３１ｉに対応して設けられた、接続端３４

ｉを所定経路としてのＹ軸方向の直線に沿った経路上に各連係部３１ｉの間隔よりも短い
間隔で配列面に配列された接続端配列体３０と、前記配列面に近接または接触して設けら
れ、該各接続端３４ｉと前記直線に沿って順次光学的に接続可能な6個の測定端を有し、
該接続端と該測定端との光学的接続によって前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ内の光学的状
態としての蛍光を受光可能であるとともに励起光を照射可能な測定器４０を有する。
【０１５８】
　また、前記導光用架台３２には、前記連係部３１ｉから後側に延びる光ファイバ（束）
３３ｉを、折れ曲がりを防止するために内部を通るように保持する筒状体３１１ｉが連係
部３１ｉ直上の水平板３２ａから上方に突設されている。同様に、前記接続端配列体３０
にも接続端３４ｉから延びる光ファイバ（束）３３ｉを、折れ曲がりを防止するために内
部を通るように保持する筒状体３０１ｉが接続端３４ｉ側に設けられている。
【０１５９】
　該接続端配列体３０をＹ軸方向に移動させる前記配列体Ｙ軸移動機構４１は、前記接続
端配列体３０に設けられたアーム４１２，４１３と、該アーム４１２，４１３とタイミン
グベルトとを結合させる結合体４１１と、結合体４１１のＹ軸方向の移動案内するガイド
レール４１４と、該タイミングベルトが掛け渡され、Ｙ軸方向に沿って配列した２個の鎖
歯車とを有する。
【０１６０】
　前記測定器４０は、蛍光の測定に対応したものであって、6種類の蛍光の測定に対応す
るように前記所定経路としてのＹ軸方向の直線に沿って直列状に整列させた6種類の特定
波長測定器４０ｊからなり、ノズルヘッド５０の基体、例えば、移動機構部５２を囲む枠
体、またはそれを支持する部材に固定して設けられている。したがって、前記移動機構部
５２に設けられた機構によっては測定器４０は移動しない。
【０１６１】
　前記測定器４０は、複数種類（この例では6種類）の特定波長測定器４０ｊ（j=1,2,3,4
,5,6）の測定端、したがって、この場合には特定波長測定器４０ｊ自体を１列状に整列さ
せて前記ノズルヘッド基体７５３と連結した部材に固定具４５ｊを用いて一体的に固定し
て設けたものである。各特定波長測定器４０ｊは、前記接続端３４ｉと順次光学的に接続
するように、所定経路として前記Ｙ軸方向の直線状の経路に沿って配列された測定端４４

ｊと、前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉに励起光を照射する照射源および前記ＰＣＲ用チュ
ーブ２３１ｉで発生した蛍光を受光する受光部を有する光学系要素が内蔵された光検出部
４６ｊと、回路基板４７ｊと、を有する。前記測定端４４ｊは、前記照射源と光学的に接
続する第１の測定端４２ｊと、前記受光部と光学的に接続する第２の測定端４３ｊとを有
する。ここで、光検出部４６ｊおよび回路基板４７ｊは前記測定器本体に相当する。
【０１６２】
　各接続端３４i 間のピッチは、例えば、連係部３１i 間のピッチを、例えば18mmとする
と、その半分の9mmである。すると、前記測定端４４ｊ間のピッチは、例えば、9mm以下で
ある。
【０１６３】
　該各特定波長測定器４０ｊの測定端４４ｊの第１の測定端４２ｊと第２の測定端４３ｊ

は、前記所定経路に沿ってＹ軸方向の直線に沿って横方向（Ｙ軸方向）に並べて配列され
る場合と、縦方向（Ｘ軸方向）に並べて配列される場合がある。前者の場合には、励起光
の発光は停止せずに、前記接続端配列体の速度、および接続端間のピッチおよび測定端の
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第１の測定端と第２の測定端との間の距離、測定端間のピッチに基づいて定まる受光のタ
イミングで各測定器が順次受光することになる。
【０１６４】
　一方、後者の場合には、図８に示すように、接続端について、第１の接続端と、第２の
接続端とを設け、第１の接続端は、前記第１の測定端４２ｊとのみ接続し、第２の測定端
４３ｊは第２の接続端とのみ接続し、前記所定経路は2本の経路であり、光ファイバ（束
）３３ｉは、前記第１の接続端を有する受光用の光ファイバ（束）３３１ｉと第２の接続
端を有する照射用の光ファイバ（束）３３２ｉとを有することになる。この場合には、前
者の場合に比較して、照射源と受光部とが専用の光ファイバによって前記連係部と接続し
ているので、制御が容易であり、照射と受光に各々適した光ファイバを用いることができ
て信頼性が高い。
【０１６５】
　前記接続端配列体３０の前記測定端４４ｊに対する速度は、前記安定的受光可能時間、
励起光照射に対する蛍光の寿命、接続端の個数、および接続端間のピッチ等（所定経路の
距離）を考慮して定められ、例えば、リアルタイムＰＣＲの測定の場合には、秒速100mm
から500mmとなるように制御する。本実施の形態例では、前記測定端４４に対して配列面
を摺動して移動するので、測定端４４への雑光の入射を防止することができる。また、前
記接続端配列体３０は、前記接続端間または測定端間の１ピッチ進むごとに瞬間的に停止
するように間欠的に、または、連続的に前記測定端に対して移動することになる。
【０１６６】
　図９（a）は、前記導光用架台３２の水平板３２ａから下側に突出する前記連係部３１

ｉ（ここでは、例えばｉ＝１）が、前記専用領域２０ｉにある前記ＰＣＲ用チューブ２３
１ｉの開口部に装着された透光性のある密閉蓋２５１ｉを介して、該ＰＣＲ用チューブ２
３１ｉと間接的に連係した状態を示すものであって、該密閉蓋２５１ｉの窪み内に前記連
係部３１ｉが挿入しその端面が密閉蓋２５１ｉの窪みの底面に密着している。該ＰＣＲ用
チューブ２３１ｉは、広口管部２３５ｉと、該広口管部２３５ｉと連通し、該広口管部２
３５ｉよりも細く形成された細口管部２３３ｉとからなり、細口管部２３３ｉには、予め
乾燥され、または液体状の増幅用溶液２３４ｉが予め収容されている。ここでリアルタイ
ム用増幅用試薬は、例えば、酵素、バッファ、プライマ等からなるマスタミックス（SYBR
(登録商標) Green Mix）を70μLである。
【０１６７】
　該広口管部２３５ｉの開口部には、透光性をもつ前記密閉蓋２５１ｉの下側に突出した
該密閉蓋２５１ｉを反応容器に装着させるため該密閉蓋２５１ｉの光が透過する中央部を
囲むような管状の密閉部２５２ｉが嵌合することで反応容器に装着している。該密閉部２
５２ｉが嵌合した際には、前記連係部３１ｉの内部を通る導光部としての光ファイバ（束
）３３ｉの径は、前記細口管部２３３ｉの開口部の径の大きさと同一かそれよりも大きい
ことが好ましい。これによって、前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉからの光を確実に受光す
ることができることになる。該細口管部２３３ｉは温度制御器２９によって加熱または冷
却される温度制御用ブロック内に収容されている。
【０１６８】
　この例では、光ファイバ（束）３３ｉは、前記第２の測定端４３ｊと接続可能な照射用
の光ファイバ（束）３３２ｉと、前記第１の測定端４２ｊと接続可能な受光用の光ファイ
バ（束）３３１ｉとからなっている。
【０１６９】
　図９（b）は、前記光ファイバ（束）３３ｉは、前記第２の測定端４３ｊと接続可能な
複数本の受光用の光ファイバからなる光ファイバ束と、前記第１の測定端４２ｊと接続可
能な複数本の照射用の光ファイバからなる光ファイバ束とを均質になるように混在させた
光ファイバ束からなる例を示す。
【０１７０】
　なお、該反応容器用光測定装置１０には、検体等供給装置を組み込むのが好ましい。検
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体等供給装置は、前記容器群２０に対して親検体等を分注して供給するための装置であっ
て、前記親検体等が供給された該容器群２０を組み込んだステージは、自動的に前記反応
容器等光測定装置に移動させることになる。該検体等供給装置は、例えば、親検体等を収
容する親容器群と、チップ脱着機構、吸引吐出機構、および該機構によって気体の吸引吐
出が行われるとともに分注チップ２１１ｉが着脱可能に装着される1本のノズルを有し、
前記親容器群および前記容器群２０のチップ等収容部群２１に対してＺ軸方向に沿って移
動する機構をもつノズルヘッドと、該ノズルヘッドを前記親容器群等に対しＹ軸方向に移
動させるＹ軸移動機構をもつＸ軸移動体と、該Ｘ軸移動体を前記親容器群等に対しＸ軸方
向に沿って移動させるＸ軸移動機構と、前記親容器群とを有する。前記親容器群は、前記
容器群２０のチップ等収容部群２１に供給されるべき親検体を収容する12行×8列の行列
状に配列された親検体収容部群と、蒸留水・洗浄液群と、試薬ボトル群とを有するのが好
ましい。
【０１７１】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態例に係る測定器４０に属する1の特定波長測定器
４０１の光検出部４６１を示す。
【０１７２】
　本実施の形態例に係る特定波長測定器４０１は、ＰＣＲ用チューブ２３１ｉに励起光を
出射するための光ファイバ４６９、およびＰＣＲ用チューブ２３１ｉからの光を入射する
ための光ファイバ４７９を有するとともに、前記光ファイバ４６９の第１の測定端４２１

および前記光ファイバ４７９の第２の測定端４３１が下端に設けられた測定端４４１と、
前記光ファイバ４６９を通って励起光を照射するＬＥＤ４６７、およびフィルタ４６８を
有する照射部４６２と、光ファイバ４７９、ドラムレンズ４７８、フィルタ４７７および
フォトダイオード４７２を有する受光部とを有する。この例では、前記第１の測定端４２

１と第２の測定端４３１とは、前記所定経路であるＹ軸方向の直線に垂直な方向（Ｘ軸方
向）に沿って設けられている場合を示す。
【０１７３】
　続いて、実施の形態例に係る反応容器用光測定装置１０を用いた細菌が含まれる検体の
核酸のリアルタイムＰＣＲを行なう一連の処理動作について説明する。以下のステップＳ
１からステップＳ１１については、分離抽出工程に相当する。
【０１７４】
　ステップＳ１で、図２に示す反応容器用光測定装置１０の引出し１５を開けて、前記容
器群２０を引出し、該容器群２０に別途設けた前記検体等供給装置等を利用して、検査対
象の検体、各種洗浄液、各種試薬を予め供給し、また、試薬等がプレパックされた液収容
部を装着しておく。
【０１７５】
　ステップＳ２で、容器群２０を元に戻して前記引出し１５を閉じた後、前記操作パネル
１３のタッチパネル等の操作により、分離抽出および増幅処理の開始を指示する。
【０１７６】
　ステップＳ３で、前記反応容器用光測定装置１０のＣＰＵ＋プログラム６０の核酸処理
制御部６３に設けられた抽出制御部６５は、前記ノズルヘッド移動機構５１に指示して前
記ノズルヘッド５０をＸ軸方向に移動して、前記容器群の液収容部群２７ｉの最初の液収
容部の上方に前記ノズル７１ｉに装着した前記穿孔用チップを位置させノズルZ軸移動機
構７５によりノズルを下降させることで、前記液収容部の開口部を被覆するフィルムを穿
孔し、同様にして、前記ノズルヘッド５０をＸ軸方向に移動させて該液収容部群２７ｉの
他の液収容部および反応容器群２３ｉについても順次穿孔する。
【０１７７】
　ステップＳ４で、前記ノズルヘッド５０を再度Ｘ軸方向に移動させて、チップ等収容部
群２１ｉにまで移動させ、かつ前記各ノズル７１ｉを前記ノズルＺ軸移動機構７５によっ
て下降させて分注チップ２１１ｉを装着させる。次に、前記ノズルＺ軸移動機構７５によ
って上昇させた後、該分注チップ２１１ｉを前記ノズルヘッド移動機構５１によってＸ軸
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に沿って移動させて、前記液収容部群２７ｉの第８の液収容部に進み、該液収容部から所
定量のisopropanolを吸引し、再びＸ軸に沿って移動させて第３の液収容部と第５の液収
容部に収容されている溶液成分（NaCl，SDS溶液）、および前記第６の液収容部に収容し
た蒸留水に、所定量ずつ分注することによって、第３、第５、第６の各液収容部内に分離
抽出用溶液として各々結合バッファ液（NaCl，SDS，isopropanol）が500μL、洗浄液１（
NaCl，SDS，isopropanol）が700μL、洗浄液２（水50％，isopropanol 50％）が700μL調
製されることになる。
【０１７８】
　ステップＳ５では、チップ等収容部群２１ｉの内、別途検体が収容されている検体用チ
ューブにまで移動した後、ノズルＺ軸移動機構７５を用いて、分注チップ２１１ｉの細径
部２１１ｉａを下降挿入させて、前記吸引吐出機構５３の駆動板５３６を上昇および下降
させることで該検体用チューブに収容されている検体の懸濁液について、吸引吐出を繰り
返すことで該検体を液中に懸濁させた後、該検体懸濁液を分注チップ２１１ｉ内に吸引す
る。該検体懸濁液は前記ノズルヘッド移動機構５１によってＸ軸に沿って分離抽出用溶液
としての Lysis 1（酵素）が収容されている液収容部群２７ｉの第１の液収容部にまで移
動させて、穿孔されたフィルムの孔を通して前記分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａ
を挿入して前記検体懸濁液と前記 Lysis 1とを攪拌するため吸引吐出を繰り返す。
【０１７９】
　ステップＳ６で、攪拌した該液の全量を、前記分注チップ２１１ｉによって吸引し、前
記恒温制御部によって55℃に設定された前記収容孔に保持された各反応用チューブからな
る前記反応容器２３２ｉに収容してインキュベーションを行なう。これによって、前記検
体に含まれるタンパク質を破壊して低分子化する。所定時間経過後、該反応液を前記反応
用チューブに残したまま、前記分注チップ２１１ｉを前記ノズルヘッド移動機構５１によ
って前記液収容部群２７ｉの第２の液収容部にまで移動し、ノズルＺ軸移動機構７５およ
び前記吸引吐出機構５３を用いて該第２の液収容部内に収容されている液の全量を吸引し
、ノズルヘッド移動機構５１により前記分注チップ２１１ｉを用いて移送し、前記第３の
液収容部内に前記フィルムの孔を貫通して前記細径部を挿入して前記反応溶液を吐出する
。
【０１８０】
　ステップＳ７で、該第３の液収容部内に収容されている分離抽出溶液としての結合バッ
ファ液と、前記反応溶液とを攪拌して、可溶化したタンパク質をさらに脱水させ、核酸ま
たはその断片を溶液中に分散させる。
【０１８１】
　ステップＳ８で、前記分注チップ２１１ｉを用いて該第３の液収容部中にその細径部を
前記フィルムの孔を貫通して挿入し、全量を吸引してノズルＺ軸移動機構７５により該分
注チップ２１１ｉを上昇させ、該反応溶液を、第４の液収容部にまで移送し、該第４の液
収容部内に収容されている磁性粒子懸濁液と前記反応溶液とを攪拌する。該磁性粒子懸濁
液内に含まれる磁性粒子の表面に形成された水酸基にNa+ イオンが結合するカチオン構造
が形成されている。そのために負に帯電したＤＮＡが磁性粒子に捕獲される。
【０１８２】
　ステップＳ９で、前記分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａに前記磁力部５７の磁石
５７１を接近させることによって該分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａの内壁に前記
磁性粒子を吸着させる。該磁性粒子を該分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａの内壁に
吸着させた状態で、前記ノズルＺ軸移動機構７５により上昇させ、前記ノズルヘッド移動
機構５１を用いて該分注チップ２１１ｉを該第４の液収容部から第５の液収容部にまで移
動させ前記フィルムの孔を貫通して前記細径部２１１ｉａを挿入する。
【０１８３】
　前記磁力部５７の前記磁石５７１を該分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａから離間
させることによって前記細径部２１１ｉａ内への磁力を除去した状態で、該第５の液収容
部に収容されている洗浄液１（NaCl, SDS, isopropanol）について吸引吐出を繰り返すこ



(34) JP 6294823 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

とにより前記磁性粒子を前記内壁から離脱させて洗浄液1中で攪拌することでタンパク質
を洗浄する。その後、前記磁力部５７の磁石５７１を再び前記分注チップ２１１ｉの細径
部２１１ｉａに接近させることで前記磁性粒子を細径部２１１ｉａの内壁に吸着させた状
態で、前記分注チップ２１１ｉを、前記ノズルＺ軸移動機構７５により該第５の液収容部
から第６の液収容部にまで前記ノズルヘッド移動機構５１により移動させる。
【０１８４】
　ステップＳ１０で、前記分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａをノズルＺ軸移動機構
７５を用いて前記フィルムの孔を貫通して挿入する。前記磁力部５７の磁石５７１を前記
分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａから離間させることで前記細径部２１１ｉａ内へ
の磁力を除去した状態で、該第６の液収容部に収容されている洗浄液２（isopropanol）
について吸引吐出を繰り返すことで、前記磁性粒子を液中で攪拌させ NaCl および SDS 
を除去し、タンパク質を洗浄する。その後、前記磁力部５７の磁石５７１を再び前記分注
チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａに接近させることで前記磁性粒子を細径部２１１ｉａ
の内壁に吸着させた状態で、前記分注チップ２１１ｉを、前記ノズルＺ軸移動機構７５に
より上昇させた後、該第６の液収容部から、蒸留水が収容されている前記第７の液収容部
に前記ノズルヘッド移動機構５１によって移動させる。
【０１８５】
　ステップＳ１１で、前記ノズルＺ軸移動機構７５によって、前記分注チップ２１１ｉの
細径部２１１ｉａを前記孔を通って下降させ、前記磁力を前記分注チップ２１１ｉの細径
部２１１ｉａ内に及ぼした状態で、ゆっくりとした流速での前記蒸留水の吸引吐出を繰り
返すことで、洗浄液２（isopropanol）を水と置き換えて除去する。その後、前記磁力部
５７の磁石５７１を前記分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａから離間させて磁力を除
去した状態で前記磁性粒子を前記解離液としての蒸留水中で吸引吐出を繰り返すことで攪
拌して、前記磁性粒子が保持していた核酸またはその断片を磁性粒子から液中に解離（溶
出）する。その後、前記分注チップ２１１ｉの細径部２１１ｉａに前記磁石５７１を接近
させることで細径部内に磁場を及ぼし磁性粒子を内壁に吸着させ、前記第８の液収容部内
に前記抽出した核酸等を含有する溶液を残留させる。ノズルヘッド移動機構５１により前
記分注チップ２１１ｉを前記チップ等収容部群２１ｉの該分注チップ２１１ｉが収容され
ていた収容部にまで移動させ、前記チップ脱着機構５９の前記脱着部材５９１を用いて該
ノズル７１ｉから磁性粒子を吸着した該分注チップ２１１ｉを前記磁性粒子と共に該収容
部内に脱着させる。
【０１８６】
　続く、ステップＳ１２からステップＳ１５は、核酸増幅および測定工程に該当する。
　ステップＳ１２において、該ノズル７１ｉに新たな分注チップ２１１ｉを装着し、前記
第８の液収容部内に収容された核酸等を含有する溶液を吸引して、予め増幅用溶液２３４

ｉが収容された前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉにまで移送して吐出して該容器内に導入す
る。前記ノズルヘッド移動機構５１によって前記ノズルヘッド５０を移動させて、前記ノ
ズル７１ｉに前記容器群２０の密閉蓋２５１ｉを収容する密閉蓋収容部２５ｉの上方にま
で移動させる。前記ノズルＺ軸移動機構７５を用いて下降させることによって前記密閉蓋
２５１の上側の連係用の窪み２５８ｉをノズル７１ｉの下端に嵌合させることで装着する
。該ノズルＺ軸移動機構７５によって上昇させた後、前記ノズルヘッド移動機構５１を用
いて該密閉蓋２５１を前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ上に位置させ、前記ノズルＺ軸移動
機構７５によって、密閉蓋２５１ｉを下降させて該ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの広口管部
２３５ｉの開口部と嵌合させて装着密閉する。
【０１８７】
　ステップＳ１３において、前記測定制御部６１の指示により、前記ノズルヘッド移動機
構５１を指示して、ノズルヘッド５０をＸ軸に沿って移動させることにより、前記導光用
架台３２の前記連係部３１ｉを前記密閉蓋２５１ｉが装着されたＰＣＲ用チューブ２３１

ｉ上方に位置させ、前記架台Ｚ軸移動機構３５によって、前記導光用架台３２を下降させ
ることによって、前記連係部３１ｉを前記密閉蓋２５１ｉの窪み内に挿入させて、その下
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端を該窪み底面に接触または密着させる。
【０１８８】
　ステップＳ１４において、前記核酸処理制御部６３による指示により前記温度制御器２
９はリアルタイムＰＣＲによる温度制御のサイクル、例えば、該ＰＣＲ用チューブ２３１

ｉを96℃で5秒間加熱し、60℃で15秒間加熱するというサイクルを、例えば49回繰り返す
ように指示する。
【０１８９】
　ステップＳ１５において、前記測定制御部６１は、前記核酸処理制御部６３による各サ
イクルでの温度制御が開始されると、各サイクルでの伸長反応工程の開始を判断し、前記
接続端配列体３０を前記測定器４０の各測定端４４ｊに対し、連続的または間欠的な移動
を指示する。その移動速度は、前記安定的受光可能時間、蛍光寿命および前記専用領域２
０ｉの個数（この例では12個）等に基づいて算出された速度で移動させることになる。こ
れによって前記安定的受光可能時間内での全12個のＰＣＲ用チューブ２３１ｉからの受光
が完了することになる。
【０１９０】
　ステップＳ１６において、前記測定制御部６１は、例えば前記連係部３１ｉの光ファイ
バ（束）３３ｉと前記測定端４４の第１の測定端、第２の測定端との各光学的接続の瞬間
を判断して受光を前記測定器４０に指示する。
【０１９１】
　この測定は、指数関数的増幅が行われるサイクルについて実行され、該測定に基づいて
増幅曲線が得られ、該増幅曲線に基づき種々の解析が行なわれることになる。なお、測定
の際に、前記測定制御部６１は前記導光用架台３２に内蔵されたヒーター３７を加熱して
前記密閉蓋２５１の結露を防止して、明瞭な測定を行なうことができる。
【０１９２】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態例に係る反応容器用光測定装置のノズルヘッド５
００の正面側の斜視図およびその一部を切り欠いて示す斜視図である。図１２は、図１１
の切り欠いて示された一部を拡大して示す斜視図である。
【０１９３】
　図１１に示すように、この例では、第１の実施の形態例に係る反応容器用光測定装置と
異なり、反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉが、12個ずつ3列以上配列されてい
る容器群を有するものである。
【０１９４】
　該ノズルヘッド５００におけるノズルを含む分注装置に関する部分、および横断可能ノ
ズル、ノズルヘッドの移動機構、および配列体移動機構に関する部分は、第１の実施の形
態例と大きな差異はないので、省略して説明する。該ノズルヘッド５００には、導光用架
台３２０と、該導光用架台３２０に設けられた12個の連係部３１０ｉと、連係部３１０ｉ

から後側に延びる光ファイバ（束）３３ｉと、接続端配列体３００と、前記導光用架台３
２０に整列して取り付けられた6種類の特定波長測定器からなる測定端を有する測定器４
００と、密閉蓋搬送体１２５とを有する。
【０１９５】
　第２の実施の形態例に係る前記導光用架台３２０は、2以上（この例では12）の反応容
器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉと一斉に連係可能な2以上（この例では、12個）の
連係部３１０ｉが配列され、該導光用架台３２０に対し水平方向（この例ではＸ軸方向）
に移動可能な連係部配列体３２２を有し、該連係部配列体３２２の移動によって、前記導
光用架台３２０を移動することなく、該連係部配列体３２２により一斉に連係可能な反応
容器数（この例では12個）よりも多い反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉ（この
例では、1列12個の反応容器が3列分）と連係可能である。
【０１９６】
　該導光用架台３２０は、水平板３２０ａ，垂直板３２０ｂおよび三角形状の補強用側板
３２０ｃを有する。前記導光用架台３２０の水平板３２０ａには、前記連係部配列体３２
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２に配列された連係部３１０ｉの配置に応じて、2以上この例では12本の前記遮蔽用領域
に相当する長孔３２１ｉが刻設されている。
【０１９７】
　前記導光用架台３２０の垂直板３２０ｂの上縁には前記測定器４００が固定して取り付
けられている。したがって、受光時には、該導光用架台３２０は静止しているので該測定
器４００は、前記反応容器および該導光用架台３２０に対して不動に設けられている。
【０１９８】
　前記連係部３１０ｉに先端を有する光ファイバ（束）３３ｉは、途中で受光用の光ファ
イバ（束）３３１ｉと、照射用の光ファイバ（束）３３２ｉとに分かれ、該受光用の光フ
ァイバ（束）３３１ｉは、第２の接続端３４１ｉと接続し、照射用の光ファイバ（束）３
３２ｉは、第１の接続端３４２ｉと接続して前記接続端配列体３００の下側の配列面とし
ての下向きの水平面にＹ軸方向に沿った2本の経路として配列されることになる。その際
、これらの各経路上の隣接する接続端間の間隔は、例えば、前記連係部の間隔の半分また
は3分の1程度に集積化されることになる。なお、これらの第１の接続端３４２ｉについて
は、前記測定器４００の第１の測定端と順次接続可能であり、第２の接続端３４１ｉにつ
いては、第２の測定端と順次接続可能である。
【０１９９】
　図１２または図１３に示すように、前記導光用架台３２０の水平板３２０ａは、樹脂等
で形成された断熱板３２３と、断熱板３２３の下側に設けられ前記密閉蓋２５３ｉを加熱
して密閉蓋２５３ｉの結露を防止するためのヒーター３７０と、ヒーター３７０の下側に
設けられた伝熱性の金属板３２５とが積層して設けられている。なお、符号２３８は、前
記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉを収容する前記カートリッジ容器に穿設さ
れた収容孔であり、符号２３９は、前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉ内で
一定の高さに制御された液面を表す。符号２９１はＰＣＲ用の温度制御器である。
【０２００】
　該水平板３２０ａに刻設された前記長孔３２１ｉは前記金属板３２５にまで達している
。該長孔３２１ｉの底の該金属板３２５の前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６

ｉの開口部の上方において、開口部と同じ大きさの透光のための孔３２６が穿設されて長
孔３２１ｉの底と光学的に連通している。
【０２０１】
　前記連係部配列体３３２に設けられた連係部３１０ｉおよび内部に設けられた光ファイ
バ（束）３３ｉの先端が、前記密閉蓋２５３ｉに近接することで前記反応容器としてのＰ
ＣＲ用チューブ２３６ｉと連係している。
【０２０２】
　図１４は、前記反応容器に装着可能な第２の実施の形態例に係る各種密閉蓋２５４ｉ乃
至２５７ｉを示すものである。
【０２０３】
　図１４（a）には、密閉蓋２５３ｉは、反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉの
開口部２３６ｉａを被覆する被覆板２５３ｉａと、被覆板２５３ｉａの中央に周縁よりも
肉薄に形成され光の透過率を高めた中央部２５３ｉｃと、該中央部２５３ｉｃを囲んで下
側に突出するように設けられ前記反応容器の開口部の外縁部２３６ｉｂに装着可能な装着
部としての２重の環状壁からなる留め具２５３ｉｂとを有する。
【０２０４】
　図１４（b）に示す密閉蓋２５４ｉは、中央部２５４ｉｃを容器外方に膨れる湾曲面を
持つ凸レンズ状に肉厚に形成している。これによって反応容器内で発生した光を光ファイ
バの先端に収束させ、または光ファイバからの励起光を液面等に収束させて、光を効率的
に収集することができる。
【０２０５】
　図１４（c）に示す密閉蓋２５５ｉは、中央部２５５ｉｃを容器外方に膨れる湾曲面を
持つ凸レンズ状に形成し、これによって図１４（b）で示した効果を奏する。
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【０２０６】
　図１４（d）に示す密閉蓋２５６ｉは、中央部２５６ｉｃを容器内方に膨れる湾曲面を
持つように肉厚に形成している。これによって図１４（b）で示した効果を奏する。
【０２０７】
　図１４（e）に示す密閉蓋２５７ｉは、中央部２５７ｉｃを容器内方に膨れる湾曲面を
持つように形成し、これによって図１４（b）で示した効果を奏する。
【０２０８】
　図１５は、第２の実施の形態例に係る密閉蓋搬送体１２５を示す。
　該密閉蓋搬送体１２５は、１列12個の前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉ

を少なくとも3列有する前記容器群２０に対して、Ｘ軸方向に移動可能な角柱状基材１２
８と、前記密閉蓋２５３ｉ（乃至２５６ｉ）について、前記装着部が前記反応容器に装着
可能な状態で下側に露出するように前記被覆板を把持し、前記反応容器の配列に応じて前
記角柱状基材１２８に配列された1または2以上（この例では、12個）の把持部１２７ｉと
、前記角柱状基材１２８の下側に取り付けられた底板１２６とを有するものである。
【０２０９】
　図１６の断面図および図１７の下側から見た斜視図に示すように、前記把持部１２７ｉ

は、前記角柱状基材１２８から前記密閉蓋２５３ｉの被覆板２５３ｉａの大半を収納可能
なように略半円柱状に繰り抜かれた空洞１２３ｉを有し、前記底板１２６には、前記密閉
蓋２５３ｉの装着部としての留め具２５３ｉｂが下側に露出可能なように、半長孔状の切
欠き部１２９ｉが設けられている。
【０２１０】
　続いて、第２の実施の形態例に係るノズルヘッド５００を用いた処理動作について説明
する。
【０２１１】
　前記第１の実施の形態例で説明した工程の内、分離抽出工程は省略し、核酸増幅および
測定工程に相当するステップＳ'１２からステップＳ'１６について説明する。
【０２１２】
　ステップＳ'１２において、該ノズル７１ｉに新たな分注チップ２１１ｉを装着し、前
記第８の液収容部内に収容された核酸等を含有する溶液を吸引して、予め増幅用溶液２３
４ｉが収容された前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉにまで移送して吐出し
て該容器内に導入する。前記ノズルヘッド移動機構５１によって前記ノズルヘッド５００
を移動させることで、前記密閉蓋搬送体１２５に、12個の密閉蓋２５３ｉが収容されてい
る密閉蓋収容部から密閉蓋２５３ｉを前記把持部１２７ｉの前記空洞１２４ｉに一斉に収
容して把持させる。
【０２１３】
　該密閉蓋２５３ｉを把持した前記密閉蓋搬送体１２５は、導光用架台３２０と連動する
ので、前記架台Ｚ軸移動機構３５を用いて、前記架台３２０とともにやや上方に持ち上げ
てからさらにＸ軸方向に移動させて、前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉの
上方にまで搬送して下降させることで、前記密閉蓋搬送体１２５から下側に露出している
止め具２５３ｉｂを前記ＰＣＲ用チューブ２３６ｉに取り付けることによって12個の密閉
蓋２５３ｉを密閉する。同様にして、他の２列の24個の反応容器列についても密閉蓋で順
次密閉する。
【０２１４】
　ステップＳ'１３において、前記測定制御部６１の指示により、前記ノズルヘッド移動
機構５１を指示して、ノズルヘッド５００をＸ軸に沿って移動させることにより、前記導
光用架台３２０を密閉蓋が装着された3列の36個の反応容器を覆うように移動させる。
【０２１５】
　ステップＳ'１４において、前記核酸処理制御部６３による指示により前記温度制御器
２９はリアルタイムＰＣＲによる温度制御のサイクル、例えば、該ＰＣＲ用チューブ２３
１ｉを96℃で5秒間加熱し、60℃で15秒間加熱するというサイクルを、例えば49回繰り返
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すように指示する。
【０２１６】
　ステップＳ'１５において、前記測定制御部６１は、前記核酸処理制御部６３による各
サイクルでの温度制御が開始されると、各サイクルでの伸長反応工程の開始を判断し、該
導光用架台３２０上に設けられた連係部配列体３２２を該導光用架台３２０上で移動させ
て、該導光用架台３２０に設けた前記長孔３２１ｉに挿入された前記各連係部３１０ｉを
前記反応容器と密閉蓋２５３ｉを介して間接的に連係して、反応容器内に測定器４００か
らの励起光を照射しながら、反応容器からの光を順次受光する。同時に、前記接続端配列
体３００を前記測定器４００の各測定端４４ｊに対し、連続的または間欠的な移動を指示
する。その移動速度は、前記安定的受光可能時間、蛍光寿命および前記導光用架台３２０
が測定可能な専用領域２０ｉの反応容器の個数（この例では、1列12個の反応容器が3列）
等に基づいて算出された速度で移動させることになる。これによって前記安定的受光可能
時間内で前記導光用架台３２０上で前記連係部配列体３２２を移動させることによって、
この例では、1列12個で3列の36個の反応容器に附いて並行して測定することができること
になる。
【０２１７】
　ステップＳ'１６において、前記測定制御部６１は、前記連係部３１０ｉの光ファイバ
（束）３３ｉと前記測定端４４の第１の測定端、第２の測定端との各光学的接続の瞬間を
判断して励起光の照射および受光を前記測定器４００に指示する。
【０２１８】
　図１８は、前記連係部が反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３６ｉの開口部以外の場
所で連係する場合に、連係部に設けた受光用および照射用光ファイバ先端の位置の例を示
すものである。図１８（a）は、受光用の光ファイバ（束）３３１ｉが、反応容器の外底
部に近接し、照射用の光ファイバ（束）３３２ｉが反応容器の外壁に近接した場合を示す
。図１８（b）は、受光用の光ファイバ（束）３３１ｉおよび照射用の光ファイバ（束）
３３２ｉが反応容器の外壁に近接した場合を示し、図１８（c）は、受光用の光ファイバ
（束）３３１ｉおよび照射用の光ファイバ（束）３３２ｉが反応容器の外底部に近接した
場合を示す。これらは一例にすぎず、近接の代わりに接触等により反応容器と連結する場
合も可能である。
【０２１９】
　図１９は、本発明の第２の実施の形態に係る反応容器用光測定装置１１０のブロック図
を示す。なお、第１の実施の形態で用いた符号と同一の符号は、同一のものまたは相似（
サイズのみの相違）のものを表すので、その説明を省略した。
【０２２０】
　第２の実施の形態に係る反応容器用光測定装置１１０は、そのノズルヘッド１５０が、
導光用架台３２とは異なる導光用架台１３２を有する点で、第１の実施の形態に係る反応
容器用光測定装置１０とは相違する。第２の実施の形態に係る該導光用架台１３２は、前
記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ内部と光学的に接続する可撓性のある2以上の導光部として
の光ファイバの先端および集光用の光学系要素が内部に設けられた複数（この例では12個
）の連係部１３１ｉを有し、該反応容器を加熱するための加熱部としてのヒーター１３７
の加熱源は、該導光用架台１３２ではなく、容器群１２０またはステージに設けられてい
る点で第１の実施の形態に係る前記導光用架台３２とは相違する。
【０２２１】
　さらに、密閉蓋２５１iが、ノズル７１iではなく、連係部１３１iに嵌合して運搬され
、専用の密閉蓋脱着機構３９によって、該連係部から脱着される点が相違する。したがっ
て、密閉蓋制御部１６７、したがって、核酸処理制御部１６３、ＣＰＵ＋プログラム１６
０が第１の実施の形態に係る装置１０とは相違することになる。
【０２２２】
　該容器群１２０は、その長手方向がＸ軸方向に沿って一列状に収容部が配列された12個
の専用領域１２０ｉ（ｉ＝1,…,12）が、例えば、Ｙ軸方向に配列されたものである。各
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専用領域１２０ｉには、反応容器群２３ｉと、液収容部群２７ｉと、前記導光用架台１３
２に設けられた前記連係部１３１ｉに着脱可能に装着される透光性のある密閉蓋２５１ｉ

を収容する密閉蓋収容部２５ｉと、チップ等収容部２１ｉとを有する。
【０２２３】
　前記反応容器２３ｉ，温度制御器２９、ヒーター１３７は、反応容器制御システム９０
に相当する。
【０２２４】
　図２０は、第２の実施の形態の第１の実施の形態例に係るノズルヘッド１５０の内、主
として移動機構および吸引吐出機構を示す側面図である。
　ここでは、前記連係部１３１iの径がノズル７１iよりも太いので、ＰＣＲ用チューブに
装着されるべき密閉蓋２５１iは連係部１３１iにより運搬されるようにしている。そのた
めに、前記磁力部５７の磁石５７１の移動機構を利用して、連係部１３１iに対して、接
離可能に設けられた12個の前記連係筒１３１a iの径に略等しい半円形状のアーチを有す
る切欠き部が配列された櫛歯状の脱着部材３９１を有する密閉蓋脱着機構３９が設けられ
ている。本実施の形態例では、既存の機構を利用して密閉蓋の脱着を行なうことができる
ので、装置規模の拡大、複雑化を防ぐことができる。
【０２２５】
　図２１は、第２の実施の形態の第１の実施の形態例に係る反応容器制御システム９０１
および該反応容器制御システム９０１の複数個（この例では12個）の反応容器としてのＰ
ＣＲ用チューブ２３１ｉが設けられた反応容器群の開口部に、導光用架台１３２の水平板
１３２ａから下側に突出する該連係部１３１ｉ（ここでは、例えばｉ＝１）が、前記専用
領域１２０ｉにある前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの開口部に装着された透光性のある密
閉蓋２５１ｉを介して、該ＰＣＲ用チューブ２３１ｉと間接的に連係した状態を示すもの
であって、該密閉蓋２５１ｉの連係用の窪み２５３ｉ内に前記連係部１３１ｉが嵌合する
ことでＰＣＲ用チューブ２３１iと連係している。
【０２２６】
　図２１に示すように、前記連係部１３１iは、ＰＣＲ用チューブ２３１iと密閉蓋２５３
を介して間接的に連係するもので、前記導光用架台１３２の水平板１３２ａより下方向に
突設された略円筒状の連係筒１３１a iを有し、該連係筒１３１ａiの底板の中央部に、細
口管部に収容される液の液面に相当する大きさの開口を有する円孔１３１ｂiが穿設され
、該底板の周縁には下方に突設された環状縁部１３１ｄiが設けられている。これによっ
て、連係部と密閉蓋との密着を防止している。前記連係筒の内径に相当する径をもつ球状
のボールレンズ３８１iが，該連係筒１３１ａi内に緩挿されて前記円孔１３１ｂｉ上に載
置されている。該ボールレンズ３８１iの上方所定距離には先端が位置しかつ前記水平板
１３２ａを貫通して外部に至る樹脂製のフェルール１３１ｃiで被覆された光ファイバ３
３iが設けられている。この連係筒１３１ａi、円孔１３１ｂi、ボールレンズ３８１iおよ
び光ファイバ３３iの束は、連係筒１３１ａi内部では同軸に配置されている。　
【０２２７】
　図２１に示すように、前記反応容器制御システム９０１は、目的塩基配列をもつＤＮＡ
等の目的溶液を収容して増幅等の反応が行なわれる反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２
３１ｉ、ヒーター１３７、およびＰＣＲ用の温度制御器２９１ｉを有する。ヒーター１３
７は、高い熱伝導性をもつアルミニウム板からなる加熱用ブロック１３７ｃと、シートヒ
ーター１３７ａと、断熱材１３７ｂとが積層して設けられている。複数の（この例では12
個の）前記ＰＣＲ用チューブ２３１iを収容保持する12個の貫通孔１３７ｄｉが同一のヒ
ーター１３７に穿設され、広口管部２３５iが前記加熱用ブロック１３７ｃで支持されて
いる。
【０２２８】
　ＰＣＲ用の温度制御器２９１は、前記反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３１iの細
口管部２３３iに接触して収容可能な温度制御用ブロック２９２iと、ペルチェ素子２９３

i、およびヒートシンク２９４iとを有する。
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【０２２９】
　該ＰＣＲ用チューブ２３１iの、細口管部２３３iは、前記ＰＣＲ用ブロック２９２iが
接触して設けられている部分の下側壁部分２３３ａiを有し、該下側壁部分２３３ａiの間
隔を空けた上側に設けられ、前記ヒーターの加熱用ブロック１３７ｃと接触する広口管部
２３５iの壁部分に相当する上側壁部分２３５ａiとを有する。
【０２３０】
　本実施の形態例によれば、まず、密閉蓋制御部１６７（ＣＰＵ＋プログラム１６０）の
指示により、前記ノズルヘッド移動機構５１を指示して、前記導光用架台１３２の各連係
部１３１iを密閉蓋収容部２５iに移動させた後、前記架台Ｚ軸移動機構３５を指示して該
連係部１３１iに密閉蓋２５１iに嵌合させて装着する。次に、所定のＰＣＲ用チューブ２
３１iの開口部を密閉蓋２５１iで嵌合させることで、同時に連係部１３１iをＰＣＲ用チ
ューブ２３１iに連係させる。
【０２３１】
　次に、測定制御部１６１の指示により温度制御器２９による温度制御に応じて、ＰＣＲ
の場合には、最高の所定温度（例えば、94℃）よりも数度、好ましくは約５℃高い一定温
度（例えば、100℃）で前記上側壁部分２３５ａｉを加熱するようにヒーター１３７を制
御することで、前記ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの前記広口管部２３５ｉに嵌合した密閉蓋
２５１ｉが加熱されて該密閉蓋の結露を防止することができる。その際、該上側壁部分２
３５ａｉは、前記温度制御がなされる下側壁部分２３３ａｉと、所定間隔だけ離し、かつ
下側壁部分よりも小さな表面積をもつ上側壁部分２３５ａｉに加熱源を接触または近接さ
せて加熱する。したがって、上側壁部分２３５ａｉの加熱の影響は、上側壁部分２３５ａ

ｉに近い位置に設けられている密閉蓋２５１ｉの下面を加熱して結露を防止することがで
きる。
【０２３２】
　一方、連係部１３１iは、密閉蓋２５１iの上側とは、環状縁部１３１ｄiを介して接触
しているに過ぎないので密閉蓋２５１iに対するほどの加熱の影響はない。同様に、前記
下側壁部分２３３ａiについては加熱冷却機能を有するペルチェ素子を用いて前記所定温
度に温度制御され、また同時に測定が行われることになる。測定終了後、密閉蓋制御部１
６７の指示により、前記脱着部材３９１を用いて、連係部１３１iに接近させた後、前記
架台Ｚ軸移動機構３５により導光用架台１３２を上方に移動させることにより密閉蓋２５
１iを前記連係部から脱着させてＰＣＲ用チューブ２３１iに残したまま、連係部を移動さ
せて連係を解除することになる。
【０２３３】
　図２２は、第２の実施の形態例を示すものであって、前記ボールレンズ３８１iの代わ
りに、前記連係筒１３１aiの内径に相当するレンズ径をもつドラムレンズ３８２iが該連
係筒１３１ａi内に緩挿されて前記円孔１３１ｂi上に載置されて、前記光ファイバ３３i

の先端に集光するように設けられた連係部１３１iを示すものである。
【０２３４】
　図２３は、第３の実施の形態例を示すものであって、前記ボールレンズ３８１i等の代
わりに、前記連係筒１３１aiの内径に相当するレンズ径をもつ非球面レンズ３８３iが該
連係筒１３１ａi内に緩挿されて前記円孔１３１ｂi上に載置されて前記光ファイバ３３i

の先端に集光するように設けられた連係部１３１iを示すものである。なお、符号３９１
は、前記密閉蓋脱着機構３９の櫛歯状の脱着部材であって、連係部１３１ｉに近接または
接触した状態を表わす。この状態で、連係部１３１ｉを上昇させることによって、密閉蓋
２５１ｉが該密閉蓋脱着部材３９１と係合して連係部１３１ｉから外れてＰＣＲ用チュー
ブ２３１ｉに装着されたまま残されることになる。また、前記各レンズ３８１ｉ～３８３

ｉは、上側から管状のフレームを取り付けて連係筒１３１aｉ内に緩装するようにしても
良い。
【０２３５】
　図２４は、本実施の形態例に係るヒーター１３７（図２４（b））に設けられた12個の
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貫通孔１３７ｄにＰＣＲ用チューブ２３１i（図２４（a））を収容保持させたものにヒー
ター１３７を所定温度に加熱させて、そのヒーターの加熱温度を増加させた際の、密閉蓋
の天面温度を測定し、結露の発生温度と結露の消失温度を測定したものである。
【０２３６】
  図２４（a）に示すように、ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの開口部は透光性のある密閉蓋
２５９で密閉され、該密閉蓋の上側の径は14mm、密閉蓋２５９の装着部２５９aの高さは8
.6mm、ＰＣＲ用チューブの底から密閉蓋２５９の上側までの高さは、21.4mmである。図２
４（c）は、ヒーター設定温度に対する密閉蓋の天面における実測温度を示すものである
。
【０２３７】
  ステップＳ１０１で、該各ＰＣＲ用チューブ２３１ｉ内の細口管部には、蒸留水25μL
を分注し、図２４（a）に示すように、密閉蓋２５９で広口管部の開口部を閉塞し、前記
ヒーター１３７の12個の貫通孔に保持させる。前記密閉蓋２５９の天面温度を測定するた
めに、前記密閉蓋２５９に微細孔（径0.5mm）を空けて、熱電対９００を通し、前記密閉
蓋２５９の天面の内側に設置する。
【０２３８】
　ステップＳ１０２で、ＰＣＲ用チューブ２３１ｉの、細口管部が接触して設けられてい
るＰＣＲ用ブロック２９２ｉの温度を95℃に設定し、目視により密閉蓋の天面の結露の有
無を観察する。その際前記ヒーター１３７の設定温度を100℃から115℃まで徐々に上げ、
結露が消失する設定温度を確認した。なお、符号９０２はサーミスタの位置であり、その
近傍に熱電対が設置されている。
　ヒーター１３７のブロック分割単位で、別の実験で、レーン１から４、レーン９から１
２、レーン５から８の順で温度が高く、温度が最も低かったレーン１と、最も高かったレ
ーン６の密閉蓋の天面温度を測定すると、レーン１の密閉蓋の天面温度は、設定温度より
も13℃低く、レーン６の密閉蓋の天面温度は、設定温度とほぼ同等であった。設定温度が
113℃のとき、全レーンで結露が解消し、そのときのレーン１の天面温度は約100℃である
ことが読み取れる。
【０２３９】
　図２５は、連係部１３１ｉの材質がステンレス製の場合と、ステンレスよりも熱伝導率
の低い樹脂（ＰＥＥＫ）を用いた場合のＰＣＲ用チューブ２３１ｉに連係した場合の防曇
効果の改善を示すものである。図２５（a）は、連係部１３１が連係したＰＣＲ用チュー
ブ２３１を示すものである。図２５（b）,（c）は、各々ステンレス製連係部、およびＰ
ＥＥＫ製連係部を用いた場合の温度－蛍光強度特性を示すものであって、縦軸は、蛍光強
度を示す。
【０２４０】
　この実験は、ステップＳ２０１で、反応容器としてのＰＣＲ用チューブ２３１ｉに蛍光
試薬（0.25μL　ＲＯＸ）20μLを分注して密閉蓋２５９により開口部を密閉し、12レーン
分を温度制御ブロックにセットする。次に、連係部１３１を該密閉蓋の窪み部分に装着さ
せる。ここで、連係部１３１ｉは、外径が10mmである。
【０２４１】
　ステップＳ２０２で、温度制御ブロックにより、ブロック温度を、60℃～95℃にまで上
昇させ、1℃ごとに各レーンの蛍光強度を測定する。すると、ステンレス製の連係部の使
用時は、ＰＣＲブロック温度が約80℃以上で、蛍光強度の著しい低下が確認されたのに対
して、ＰＥＥＫ製連係部の使用時はこれが改善されている。ここで、ステンレス（SUS303
）の熱伝導率（約16.7W/(m・K)）と比較して、ＰＥＥＫの熱伝導率は約0.25W/(m・K)と非
常に低いため、ヒーター１３７から連係部を伝わっての放熱が減少し、密閉蓋への加熱効
果が向上し、防曇性が改善されたと考えられる。
【０２４２】
　図２６は、ヒーター１３７からの伝熱が連係部１３１内に設けられた、フェルール１３
１ｃにより囲まれた導光部である光ファイバ３３に与える熱的影響を示すものである。
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　結論は、フェルール内温度は、サーマルサイクルによる温度制御の実行時には、最高で
41℃であり、これは、導光部である光ファイバ３３の耐熱温度70℃より十分に低く、ヒー
ターからの伝熱が光ファイバの劣化に及ぼす影響はないと考えられる。
【０２４３】
　実験は、温度記録器（KEYENCE NR-250(K05003)）および温度センサーとして、二宮電線
極細熱電対01-Kを用い、かつファイバの入っていないフェルール（先端の外径が3.5mm、
長さ32.5mm）を用いて行なった。
　フェルール内に熱電対を挿入する。フェルール内にテフロン（登録商標）チューブを圧
入し、1の熱電対をフェルールの内壁に押し付け固定する。そのフェルールを２つ用意し
て、前記連係部１３１内に設置する。該連係部は、ヒーター１３７上の最も温度が高かっ
たレーン６と、最も温度が低かったレーン１の上に設置する。次に、ＰＣＲ温度制御とし
て95℃（2分）の後、60℃（30秒）から95℃（5秒）のサイクルを50回繰り返すサーマルサ
イクルを実行し、フェルール内の温度変化を記録する。なお、ヒーター１３７の温度は、
結露が消失した113℃に設定した。
【０２４４】
　図２６において、（1）は、室温、（2）は、装置内温度、（3）は、レーン１の温度、
（4）は、レーン６の温度を示すものである。
　この実験の結果、サーマルサイクルの終了時のフェルール１３１ｃ内温度は、開始時よ
りも約2℃上昇した。したがって、サーマルサイクル終了時のフェルール内温度は、最高
で約41℃（定常状態）であった。　すると、この温度は、導光部の光ファイバー３３iの
耐熱温度70℃よりも十分に低く、前記ヒーター１３７からの伝熱が前記連係部１３１ｉ内
の光ファイバー３３iの劣化に及ぼす影響はないと考えられる。
【０２４５】
　図２７は、本発明の第４の実施の形態に係る複数種類の測定器１４０に相当する６つの
特定波長測定器１４０j（j=1,…6）の内の２つの隣接する特定波長測定器１４０１，１４
０２を取り出して示したものである。
【０２４６】
　各特定波長測定器１４０１，１４０２は、2以上の各反応容器２３１iと直接的または間
接的に連係可能であって、連係した該反応容器２３１i内部と光学的に接続する可撓性の
ある2以上の導光部１３３iの先端が設けられた2以上の連係部１３１iに対応して設けられ
、該連係部１３１iにその先端が設けられた導光部の後端が設けられた2以上の接続端１３
４iを、所定経路に沿って配列指定支持する接続端配列体１３０の配列面に近接若しくは
接触して設けられ、該各接続端１３４iと前記所定経路に沿って順次光学的に接続可能な1
または2以上の測定端１４２１，１４３１（１４２２，１４３２）を有し、該接続端１３
４ｊと該測定端１４２i，１４３iとの光学的接続によって前記反応容器内の光学的状態に
基づく光を受光可能とするものである。
【０２４７】
　前記各特定波長測定器１４０１，１４０２に対応して、少なくとも隣接する特定波長測
定器間では、相互に異なる所定周波数Ａ，Ｂで各特定波長測定器が受光すべき特定波長Λ
１，Λ２の光の強度を変調させる変調器４８１，４８２と、受光した光から変調した前記
特定波長Λ１，Λ２の光の強度の前記周波数に同調させる同調器４９１，４９２とが設け
られている。
【０２４８】
　前記光学的状態に基づく光が蛍光の場合には、各特定波長測定器１４０１，１４０２は
、対応する特定波長または特定波長帯Λ１，Λ２の蛍光を励起する所定励起光λ１，λ２
を照射する照射源１４６１，１４６２と、前記特定波長または特定波長帯Λ１，Λ２の蛍
光を受光可能な受光部１４７１，１４７２とを有する。なお、一般に励起光の波長λは特
定波長Λより短い。
【０２４９】
　前記照射源１４６１，１４６２は、該当する励起光λ１，λ２を含有する光を発光する
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、ＬＥＤ，白熱電球等の発光素子１４６４１，１４６４２と、発光素子１４６４１，１４
６４２の発光から前記励起光λ１，λ２を抽出して透過させる励起光λ１光学フィルタ１
４６８１、励起光λ２光学フィルタ１４６８２とを有するものである。
【０２５０】
　前記受光部１４７１，１４７２は、対応する前記特定波長または特定波長帯Λ１，Λ２
の光を抽出して透過させる特定波長Λ１光学フィルタ１４７７１，特定波長Λ２光学フィ
ルタ１４７７２と、該特定波長Λ１光学フィルタ１４７７１および特定波長Λ２光学フィ
ルタ１４７７２を透過した光を該当する電気信号に変換する、フォトダイオード、フォト
トランジスタ、光電子増倍管、光電管、光伝導セル等の受光素子１４７４１，１４７４２

とを有する。
【０２５１】
　すると、前記変調器４８１，４８２は、前記照射源１４６１，１４６２の発光素子を駆
動するための電圧を相互に異なる所定の周波数Ａ、Ｂの所定波形で振動する電圧を前記照
射源１４６１，１４６２に供給する前記励起光変調部としての周波数Ａ振動電圧供給回路
１４８１，周波数Ｂ振動電圧供給回路１４８２を有する。該変調器４８１，４８２には、
その他前記照射源１４６１，１４６２、その他、蛍光物質が収容された反応容器２３１i

も含められることになる。
【０２５２】
　一方、前記同調器４９１，４９２は、前記受光部１４７１，１４７２により受光された
光から変換された電気信号を周波数Ａ帯域通過フィルタ回路または周波数Ｂ帯域通過フィ
ルタ回路を通して周波数Ａまたは周波数Ｂ に同調させて、該特定波長測定器１４０１，
１４０２の前記励起光λ１，λ２に基づき発光した蛍光の受光した周波数Ａまたは周波数
Ｂの光強度データ（電気信号）を抽出し、隣接する特定波長測定器１４０１，１４０２同
士のクロストークを防止して、信頼性の高い測定を行なうことができることになる。
【０２５３】
　図２８は、図２７に対応して、複数種類（この例では6種類）の特定波長測定器１４０j

（ｊ=1,…6）の6組の測定端１４２ｊ，１４３ｊと接続端配列体１３０の接続端１３４ｉ

との間の移動方向を示す。
【０２５４】
　図２９は、図２８に示す6組の特定波長測定器１４０ｊ（j=1,…6）に対応する前記変調
器の各周波数Ａ－Ｆを、（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）＝（1kHz，4kHz，7kHz，7kHz，4kHz
，1kHz）のように設定して、励起光の強度を、点滅信号に変調させた場合に、サンプルの
代わりに、反応容器内に収容した無反射シートに照射されるようにして、5msのサンプリ
ング速度で受光した光の電気信号から、各周波数に同調したデータを抽出して、対応する
励起光の強度（蛍光の受光した強度データに相当するデータ）を測定して各特定波長測定
器１４０ｊ間のクロストークを、測定したものである。これは、励起光の強度は、蛍光の
強度よりも圧倒的に高く（数100倍のオーダ）、また、励起光の波長は、励起される蛍光
の波長に比べると短いが、複数種類の蛍光を用いる場合には、励起光の波長または波長帯
とその励起光に対応しない隣接する測定器で使用する蛍光の波長または波長帯とが重複す
る場合がある。このような場合には、蛍光の受光の際に励起光を排除することができずに
測定器間のクロストークが生ずるおそれがある。
【０２５５】
　図２９（1）の場合は、基板１に設けられた特定波長測定器１４０１，１４０２，１４
０３のみについて相互に異なる周波数Ａ，Ｂ，Ｃ（＝１kHz，４kHz，７kHz）を設定して
、各励起光λ１，λ２，λ３を照射した場合に、漏れ、散乱または反射等により各測定器
で受光される励起光の強度を示す。この場合には、（1）のグラフに示すように、各々一
定強度の光が得られているので各隣接する特定波長測定器からのクロストークは観測され
ていないことになる。
【０２５６】
　図２９（2）の場合は、基板１に設けられた特定波長測定器１４０１，１４０２，１４
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０３，基板２に設けられた１４０４，１４０５，１４０６の全てについて、前述したよう
な周波数Ａ－Ｆを設定して、各励起光λ１，λ２，λ３を照射して基板１に設けられた特
定波長測定器１４０１，１４０２，１４０３で測定した励起光の強度を示すものである。
この場合には、（2）のグラフに示すように、特定波長測定器１４０３には、隣接する特
定波長測定器１４０４との間で励起光が同一の周波数7kHzで変調されているために励起光
のクロストークがあり、両者の間の変調波形（点滅型）の位相のずれによる合成のため強
度に変動があることが測定されている。
【０２５７】
　図２９（3）の場合には、基板１に設けられた特定波長測定器１４０１，１４０２，１
４０３の全てと、基板２に設けられた特定波長測定器１４０６のみを駆動させて基板１に
設けた前記特定波長測定器で測定を行なった場合を示す。（3）のグラフに示すように、
同一の周波数をもつ測定器間の間隔が長いため励起光のクロストークは観測されていない
。
【０２５８】
　図２９（4）の場合には、基板１に設けられた特定波長測定器１４０１，１４０２，１
４０３の全てと、基板２に設けられた特定波長測定器１４０５のみを駆動させて、基板１
に設けた前記特定波長測定器で測定を行なった場合を示す。（4）のグラフに示すように
、励起光のクロストークは観測されていない。
【０２５９】
　図２９（5）の場合には、基板１に設けられた特定波長測定器１４０１，１４０２，１
４０３の全てと、基板２に設けられた特定波長測定器１４０４のみを駆動させて基板１に
設けた前記特定波長測定器で測定を行なった場合を示す。（5）のグラフに示すように、
特定波長測定器１４０３には、隣接する特定波長測定器１４０４との間で同一の周波数7k
Hzで変調されているために励起光のクロストークがあり、両者の間の変調波形の位相のず
れによる合成のため強度に変動があることが測定されている。
【０２６０】
　図３０は、国際標準として利用される96穴のマイクロプレートに準じて、反応容器であ
るＰＣＲ用チューブ２３１ｉを配列した場合のピッチ9mmに対応して、連係部１３１を、9
mmピッチで配列した場合に、該連係部１３１にその一端が設けられ、他端が接続端１３４
として接続端配列体１３０に配列された導光部である光ファイバ１３３の径が1.5mmの場
合に、前記接続端配列体１３０の配列面における前記接続端１３４ｉの間隔を3.75mmにま
で集積化した場合を示す。このような間隔であっても、図３１では、測定器１４０のある
特定波長測定器１４０１の測定端１４３１が受光したデータは8個の接続端からの光を確
実に識別していることを示している。
【０２６１】
　図３２は、本発明の第４の実施の形態に係る接続端配列体１３００およびその動作を示
すものである。各連係部１３１２～１３１１２に複数本の導光部からなる導光部束１３３

２～１３３１２の先端が設けられ、該導光部束の一部の導光部束の後端が接続端配列体１
３００の第１の接続端に設けられ、前記導光部束の残りが前記接続端配列体１３００の第
２の接続端に設けられ、前記所定経路は、例えば、直線状の第１の経路と直線状の第２の
経路からなり、該接続端配列体には、前記11個の前記連係部１３１２～１３１１２と光学
的に接続した11組の前記第１の接続端および第２の接続端と、導光部１３３０によって光
学的に相互に接続された1組の第３の接続端および第４の接続端とが、前記11個の第１の
接続端と1個の第３の接続端が直線状の第１の経路に沿って配列され、前記11個の第２の
接続端と1個の第４の接続端が前記第１の経路に対して一定間隔を空けて平行な直線状の
第２の経路に沿って配列されている。この例では、簡単のため、前述した実施の形態に係
る前記接続端配列体１３０において、第１の組の第１接続端および第２の接続端に設けら
れた導光束１３３１を除去した上、第３の接続端および第４の接続端間として光学的に相
互に接続する導光部１３３０に代えることで、本実施の形態に係る接続端配列体１３００
としたものである。
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【０２６２】
  前記接続端配列体１３００の移動によって、前記測定器１４０１～１４０６の各々に設
けられた第１の測定端１４０１は11個の前記第１の接続端および1個の前記第３の接続端
からなる第１の経路に沿って、前記測定器１４０１～１４０６の各々に設けられた第２の
測定端は、11個の前記第２の接続端および1個の第４の接続端からなる第２の経路に沿っ
て各々相対的に移動する。前記第１の測定端は、前記測定器の照射源と光学的に接続し、
前記第２の測定端は、前記測定器の受光部と接続している。前記各測定器１４０１～１４
０６に各々設けられた第１の測定端と第２の測定端の組の一体的に設けられたものに対し
て、接続端配列体１３００の移動によって、各組ごとに、前記各測定器の第１の測定端が
11個の前記第１の接続端および1個の第３の接続端と順次接続し、同時に前記各測定器の
第２の測定端が、対応する11個の前記第２の接続端および1個の第４の接続端と順次接続
する。したがって、前記11組の第１の接続端および第２の接続端による蛍光強度の測定と
ともに、前記1組の第３の接続端および第４の接続端によって、前記励起光を、反応容器
を迂回せずに前記導光部１３３０を介して直接受光部が受光することができることになり
、純粋な励起光の強度を測定することができることになる。
【０２６３】
　図３３（a）は、ＬＥＤ周辺の温度を意図的に上昇させた場合（例えば、冷却用ファン
を止めた場合）に、1組の第３の接続端および第４の接続端を用いて受光部によって測定
された励起光の強度と11組の第１の接続端および第２の接続端を用いて励起光を連係部１
３１2～１３１１2を介して各反応容器に照射し、該各反応容器から得られた蛍光の強度を
測定したデータをプロットしたグラフである。なお、この例の場合、ＬＥＤの中心波長は
590nmであり、ＬＥＤ回路の励起光には7kHzの変調周波数が加えられているものとする。
また、各チューブには蒸留水が収容され、5分間の95℃で加熱された後、95℃で5秒および
60℃で30秒の温度制御を80サイクル繰り返すものとする。図３３（b）は、測定した該励
起光の強度で蛍光強度を除算することによって、励起光の変動分を除去して標準化した蛍
光強度をプロットしたグラフである。
【０２６４】
　図３３（a）に示すように、ＬＥＤの温度上昇に伴って、前記1組の第３の接続端および
第４の接続端を用いて前記受光部によって測定された励起光の強度が次第に弱まることが
示されている。すると、その場合、強度が安定した5分後から80分までの励起光および各
蛍光の強度の変動の具合は、標準偏差値を平均値で除算したＣＶ値として約1.89％から1.
37％として表されている。それに対して、図３３（b）に示すように、前記1組の第３の接
続端および第４の接続端を用いて測定された励起光の強度で前記蛍光の強度を除算した値
を見ると、各蛍光の強度の変動の具合は、ＣＶ値として約0.40％から0.63％であることが
示され、蛍光強度の変動が小さいこと、すなわち、励起光の変動を除いた主として蛍光体
濃度によって定まる蛍光体強度が得られることを示している。
【０２６５】
　図３４には、同調器４９１，４９２として、帯域通過フィルタ回路の代わりに、ロック
インアンプ１４９０１，１４９０２を用いた場合の特定波長測定器１４００１，１４００

２を示す。この場合には、参照信号は、変調器４８１，４８２の周波数Ａ、Ｂの振動電圧
供給回路１４８１，１４８２の出力を利用することができるので、全体として構成が簡単
化され、かつ、信頼性の高い測定を行うことができることになる。
【０２６６】
　以上の実施の形態例は、本発明をより良く理解させるために具体的に説明したものであ
って、別形態を制限するものではない。したがって、発明の主旨を変更しない範囲で変更
可能である。例えば、ノズル、分注チップ、穿孔チップ、容器群、その専用領域、収容部
、測定端、測定器、特定波長測定器、吸引吐出機構、移動機構部、磁力部、加熱部、反応
容器、密閉蓋、導光用架台、連係部、導光部、接続端、接続端配列体、連係部配列体、ノ
ズルヘッド、温度制御器、ノズル脱着機構、密閉蓋脱着機構、変調器、同調器等の構成、
形状、材料、配列、量、個数、および、使用した試薬、検体等についても実施の形態例に
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が、容器群をノズルに対して移動させることも可能である。
【０２６７】
　また、以上の説明では、ＰＣＲ用の反応容器の密閉に密閉蓋を用いて増幅用溶液を密閉
したが、代わりに、または併用して、ミネラルオイル等の密閉液を用いて密閉するように
しても良い。さらに前記ノズルに穿孔用チップを装着して穿孔する代わりに、吸引吐出機
構で駆動する穿孔ピンを用いることも可能である。また、以上の説明では、リアルタイム
ＰＣＲの測定について説明したが、この測定に限定されることなく、温度制御の行われる
他の種々の測定にも適用することができる。また、以上の説明においては、前記測定器を
分注装置に設けた場合について説明したが必ずしもこれに限定されるものではない。測定
器内部には、光ファイバを用いた光学系についてのみ説明したが、レンズ系を用いた光学
系を採用することも可能である。
【０２６８】
　また、本発明の各実施の形態例で説明した装置、これらの装置を形成する部品またはこ
れらの部品を形成する部品は適当に選んで適当な変更を加えて相互に組み合わせることが
できる。なお、本出願内の「上方」、「下方」、「内部」、「外部」、「Ｘ軸」、「Ｙ軸
」、「Ｚ軸」等の空間的な表示は、図解のためのみであって、前記構造の特定の空間的な
方向また配置に制限するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０２６９】
　本発明は、例えば、主としてＤＮＡ，ＲＮＡ，ｍＲＮＡ，ｒＲＮＡ，ｔＲＮＡを含む核
酸、についての処理、検査、解析が要求される分野、例えば、工業分野、食品、農産、水
産加工等の農業分野、薬品分野、製剤分野、衛生、保険、疾病、遺伝等の医療分野、生化
学若しくは生物学等の理学分野等に関係するものである。本発明は、特に、ＰＣＲ、リア
ルタイムＰＣＲ等の種々の核酸等を扱う処理や解析に用いることができる。
【符号の説明】
【０２７０】
１０，１１０　　　　　　　　　　　　　　　反応容器用光測定装置
２０，１２０　　　　　　　　　　　　　　　容器群
２０ｉ，１２０ｉ（ｉ=1,…,12）　　　　　　　専用領域
２１１ｉ（ｉ=1,…,12）　　　　　 　　　 　 分注チップ
２３１ｉ，２３６ｉ（ｉ=1,…,12）　　　 　 ＰＣＲ用チューブ（反応容器)
３０，３００、１３０，１３００　　　　　　接続端配列体
３１ｉ，１３１ｉ（ｉ=1,…,12）　　 　　 　　連係部
３２，３２０，１３２　　　　　　　　　　　導光用架台
３３ｉ　　　　　　　　　　　　　　　  　　 光ファイバ（導光部の例）
４０，４００，１４０　　　　　　　　　　　測定器
４０ｊ，１４０ｊ，１４００ｊ（ｊ=1,…,6)　　特定波長測定器
４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測定端
４８ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　変調器
４９ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　同調器
５０，５００，１５０　　　　　　　　　　　ノズルヘッド
５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動機構部
５３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸引吐出機構
５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チップ脱着機構
６１，１６１　　　　　　　　　　　　　　　測定制御部
７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノズル配列部
７１ｉ（ｉ=1,…,12）　　　　　　　　 　　　ノズル
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